




＊この「履修ガイド」は卒業まで使用しますので、大切に扱ってください。
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建学の精神・ポリシー

ҭͷ目తڭͷਫ਼ਆͱֶݐ

ۨঁࢠ期େ学ɺಓݩષࢣのષの教͑Λج൫とͨ͠ʮ正೦ʯとʮ行学ҰʯΛ建学の精神と͠ɺʮҰ

ൠ教ཆとڞにࣾձにཱつઐ教育Λ施͠ɺ໌ ࿕Ͱ性にΈɺ実ફ力͕ԢͰ͋ͬてɺۈ࿑とΛ重Μ͡ɺ

ૢ๛かͰࠃՈٴͼࣾձのൃలにݙߩするঁ性Λ育成する͜とʯ（学則ୈ１条）Λ教育の目的と͠てい·すɻ

ʮ正೦ʯとい͏のಓݩષࢣのଧ࠱の教͑Λ教育のࠜຊと͠てࣔͨ͠のͰɺ࠱ષによͬて正͘͠

定的なੈքΛΈつΊてい·すɻݶる͑ݟʯとい͏৺の૭からࢲʮͪͨࢲΛΈつΊɺとら͑てい͘͜とͰすɻࣄ

ࣗ分に関৺のないࣄฑについてɺͨと͑目のલに͋ͬてͮؾかない͜と͕͋るよ͏にɺいΘばࣗ分த৺

的な৺のڸΛͬているとい͑るのͰすɻ࠱ષͦのよ͏なภΓ・ͩ͜ΘΓの͋る৺ΛҰ୴ࢉഁޚに͠てɺ

正͘͠の͝とΛݟつΊɺͦ͠てຊのࣗݾ（ຊདྷの໘目）Λ再ൃ͠ݟてい͘のͰすɻ

ಓݩષࢣにʮຊདྷの໘目ʯとい͏λΠトϧのՎ͕͋Γ·すɻすなΘͪʮय़Ֆ　Ն΄とと͗す　ळ݄　

ౙઇ͑͞て　すͣ͠かΓけΓʯとい͏ՎͰすɻ͜のՎ߁成͕ϊーϕϧจ学受のࡍɺストッΫϗϧ

ムͰ行ͬͨʮඒ͠いຊのࢲʯとい͏講ԋͰҾ༻͞れɺよ͘られるよ͏になΓ·ͨ͠ɻ内容ંق࢛ʑの

ຊのࣗવΛՎい্͛てい·す͕ɺ実͜れ単なる෩ܠඳࣸͰ͋Γ·ͤΜɻ͜のՎʮຊདྷの໘目ʯɺ

つ·Γຊのࣗݾから͋Γの··にΈつΊͨ৺෩ܠとい͑るのͰ͋Γɺͦ͜にେなҙຯ͕͋る͜とΛ

ࣔࠦ͠てい·すɻ

にʮ行学Ұʯとい͏のɺ実ફする͜と（行）と学Ϳ͜と（学）とΛҰମԽͤ͞てい͘͜と（Ұ）࣍

Ͱすɻつ·Γʮ正೦ʯによͬてཱ֬͞れͨࣗݾにおいてɺେ学Ͱ学Μͩଟ͘のٕࣝज़Λৗの実生׆

ࣾձに׆か͠てい͘͜とͰすɻେ学Ͱの学ͼ単に的ཉٻΛຬͨすͩけのͨΊに͋るのͰ͋Γ·ͤΜɻ

ձにөͤ͞てい͘͜と͕େなのͰすɻࣾ͘ΊるのͰな͘ɺߴຬ的にࣝ・教ཆΛݾࣗ

·ͨʑの実ફΛ௨͠てਅの学ͼ͕͋るとい͑·すɻͨと͑ばจ学学ͰʮѪʯʮ༑ʯについて

になߟࢀにશવࡍͰすɻ͠か͠Ұ方においてѪΛந的にཧղ͠てΈて実ڧするのେなษߟ͘ਂ

らなかͬͨΓɺݱ実と૬する͜と͋るͣͰすɻかけ͕͑のないਓと出ѭいɺ時にڞにتͼɺ時に

൵͠ΈɺۤするதͰॳΊて学Μͩ͜とΛよΓਂ͘受けࢭΊる͜と͕Ͱ͖るのͰないͰ͠ΐ͏かɻʮ行学

Ұʯͦれͧれの学ͼに͞らなるਂ·Γ͕͋る͜とΛࣔ͠ているのͰすɻ

·ͨಓݩષࢣʰయ࠲教܇ʱͰષࣉのॴͰਬࣄΛ࢘るయ
てΜ
࠲
ͧ
ΛऔΓ্͛ɺਬࣄに修行のେなҙຯΛݟ

出͠てい·すɻͦ͠て࠱ષととにʑのҰつͻとつの行いない͕͠Ζにͤͣɺ精ҰഋΊɺ׆かす͜と

Λڧௐ͠てい·すɻ

͜のよ͏にຊ学Ͱ৺Λ͑ɺࣗݾΛཱ֬͠てい͘ʮ正೦ʯと実ફ的な学ͼΛઆ͘ʮ行学ҰʯΛ教育の

ࠜຊと͠てい·すɻ

保育科Ͱɺʮਓؒ力・༡ͼ力・දݱ力・ߟࢥ力Λபとͨ͠保育・教育Ŋ ࢱのઐ性Λ身にけŊ ະདྷ

ΛΓ͘力Λͬͨ૯߹的ਓؒ力のߴいਓࡐΛ育成する͜とʯ（学則ୈ 1条の 3）Λ教育の目ඪと͠てい

·すɻօ͞Μຊ学の教育のݪに͜の建学の精神と教育の目的・目ඪ͕͋る͜とΛ֬ೝ͠てい͖ͨͩͨい

とࢥい·すɻ



�

σΟϓϩϚɾϙϦγʔʢֶҐत༩ͷํʣ

駒沢女子短期大学のディプロマ・ポリシー

ۨঁࢠ期େ学Ͱɺ教育の目的に則͠て編成͞れͨ 2ؒの課程Λ学修͠ɺ卒業に要するॴ定の
単位Λ修ಘする͜とΛ学位授与の要件とするɻ·ͨɺ保育科のディプロマ・ポリシーΛҎԼのとおΓ
定Ίるɻ

保育科ɺʮ生֔にΘͨるਓ格ܗ成のૅجΛഓ͏ೕ༮ࣇ期の保育・教育ɺࢱにܞΘる保育者Λ目ࢦす者と͠てɺ
֬かなઐࣝとٕज़の修ಘɺ͜れらΛ༻いて৬Λ行Ͱ͖る実ફ力Λ༗する͜とʯΛ学位授与の条件とするɻ۩
ମ的にɺҎԼの 4つの力͕͛ڍられるɻ

�ɽྗߟࢥ
ਅཧの追ٻにΊɺॊೈにஅ・ղܾするଟ֯的ࢹと的ߟࢥ力

�ɽදྗݱ
ʮ・・ʯのݶΓないදݱにࢹͮ͘ؾ（֮ײ）とͦれΛ͛るઐ的ٕज़ɺ·ͨࣗら͜れらΛ๛かに
දݱする力

�ɽ༡ͼྗ
ʮࢠͲの༡ͼʯのຊ࣭Λཧղ͠ɺͦのੈքΛڞ༗͠な͕らɺࢠͲととにࣗらָ͠Ή力

�ɽਓؒྗ
ଟ༷な価؍Λ͋Γの··ೝΊɺ受け容れる৺とଞ者ΛࢥいΓڠಇする力



�

ΧϦΩϡϥϜɾϙϦγʔʢڭҭ՝ఔฤɾ࣮ࢪͷํʣ
建学の精神・ポリシー

駒沢女子短期大学のカリキュラム・ポリシー

ۨঁࢠ期େ学Ͱɺディプロマ・ポリシーに則͠てカリキュラムΛ編成͠ているɻ
ຊ学ͰɺʮࢠͲの༡ͼʯΛ͑ࢧる͜と͕Ͱ͖る保育者ɺ·ͨɺࢠͲΛ͡Ίとͨ͠ਓʑのදݱ
Λ͑ࢧるײ受性දݱ力Λͬͨ保育者Λཆ成するカリキュラムΛ編成͠ているɻಛにɺ身ମ・Իָ・
ܗに関するදܥݱ科目͕ॆ実͠ているɻ

保育科ɺҎԼの方針に͖ͮجカリキュラムΛ編成͠ɺʮ建学の精神ʯ教育のಛ৭Λ׆かͨ͠教育Λ実ફする͜
とͰɺ֬かなઐࣝとٕज़Λͬͨ保育者Λཆ成するɻ

�ɽ建学の精神
ષにͮ͘ج建学の精神のཧ೦Λөͨ͠科目（教学）行ࣄ（Ֆ·つΓɺ学౯ձなͲ）Λઃけているɻ

�ɽྗߟࢥ
教ཆ科目Λॆ実ͤ͞ɺࣾձਓにඞ要なجຊ的ߟࢥ力Λ育Ήɻ

�ɽදྗݱ
身ମ・Իָ・ܗに関するදܥݱ科目Λॆ実ͤ͞ɺࢠͲのදݱΛ͑ࢧɺଞ者とのつな͕ΓのதͰࣗ分Λද
Ίるɻߴする力Λݱ

�ɽ༡ͼྗ
保育内容によるԋ習実習等の実ફ的な科目Λॆ実ͤ͞ɺʮࢠͲの༡ͼʯのຊ࣭Λཧղ͠ɺࣗら༡ͼのָ
͠͞Λମײするɻ

�ɽਓؒྗ
Ϋラス単位Ͱの׆動୲制ɺ実習ԂҬとの連ܞなͲɺ学内外のΛ͑てશてのカリキュラムΛ༗ػ
的にӡ༻͠ɺਓؒにରするਂいཧղとจԽのଟ༷性ΛೝΊる受容性ɺଞ者ΛࢥいΓڠಇする力Λ育てるɻ
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ΞυϛογϣϯɾϙϦγʔʢೖֶऀड͚ೖΕํʣ

駒沢女子短期大学のアドミッション・ポリシー

ۨঁࢠ期େ学Ͱɺ教育の目的Λୡ成するͨΊにɺ建学の精神Λཧղ͠ɺຊ学の教育Λ受けるͩ
けのૅج学力Λ༗͠ɺ的ح৺Λͬͨษ学ҙཉにΉ者に入学ΛೝΊるɻ

ΊΔ学ੜ૾ٻ

�ɽೖ学ޙの学修ʹඞཁͳૅج学ྗʢಛʹྗޠࠃʣ͕͋Δਓ

�ɽجຊతͳੜ׆श͕׳ʹ͍͍ͯΔਓ

�ɽࣗのॴॴʹ͖ͮؾɺͦΕΒΛੜ͔͍͖͍ͯͨ͠ͱ͍͏͕͍͋ࢥΔਓ

�ɽࣗの͑ߟͪ࣋ؾΛࣗΒ͍͠方法Ͱ͑Α͏ͱ͢Δҙཉ͕͋Δਓ

�ɽࢠͲਓɺࣗવͱ৮Ε߹͏͜ͱʹڵຯ・ؔ৺͕͋ΓɺઐతࣝΛͬͯཧղΛਂΊ͍ͨͱ͍ͯͬࢥΔਓ

�ɽԿ͔ʹଧͪࠐΜͩ͜ͱ͕͋Δɺ͘͠ɺଧͪࠐΈ͍ͨͱ͍ͯͬࢥΔਓ

�ɽࢠͲͱ͔͔ΘΔࣄʹब͘ҙཉ͕͋Δਓ



建学の精神・ポリシー
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ΞηεϝϯτɾϙϦγʔʢֶमՌͷධՁʹؔ͢Δํʣ

1． 機関（短期大学）レベルのアセスメント・ポリシー
ۨঁࢠ期େ学ɺػ関レϕϧにおいてɺҎԼの評価ࢦඪΛ༻い学修成果等の評価 ŋূݕΛ行い·すɻ

ʲೖ学લ ŋೖ学ޙʢॳڭҭʣr
（1）.֤ छ入学者બൈ݁果ɿ֤छ入学者બൈΛ௨͡ɺ入学者の力・ҙཉ・ద正等Λ評価するととにɺアドミッ

ション・ポリシーと入学者બൈ内容の߹性について評価・͠ূݕ·すɻ

ʲࡏ学தʳ
（1）.(1"ɿ(1"Λ༻いͨ成績ใのѲと分ੳΛ行いɺカリキュラム・ポリシー（教育内容・教育方法・評価

方法）ɺٴͼカリキュラムマップについてɺ評価 ŋ͠ূݕ·すɻ
（2）休学ɿશ学の休学ঢ়گのূݕと分ੳΛ定期的に行いɺ休学Λެද͠·すɻ
（3）ୀ学等ɿશ学のୀ学ɺআ੶ɺఀ学等のঢ়گと内容Λ定期的にѲ͠ɺୀ学等Λެද͠·すɻ

ʲଔ࣌ۀ ŋଔޙۀʳ
（1）卒業（学位授与）ɿ卒業（学位授与）ঢ়گに関する評価ٴͼূݕΛ実施͠ެද͠·すɻ
（2）.ब৬ ŋਐ学ঢ়گɿब৬ ŋਐ学ঢ়گશൠに関するূݕ（໔ڐ・資格Λ生かͨ͠ઐྖҬのब৬େ学の

ਐ学等）ٴͼ分ੳΛ実施͠ެද͠·すɻ

2．教育課程レベルのアセスメント・ポリシー
ۨঁࢠ期େ学ɺ教育課程レϕϧにおいてɺҎԼの評価ࢦඪΛ༻い学修成果等の評価 ŋূݕΛ行い·すɻ

ʲೖ学લ ŋೖ学ޙʢॳڭҭʣr
（1）.֤ छ入学者બൈ݁果ɿ֤छ入学者બൈΛ௨͡ɺ入学者の力・ҙཉ・ద正等Λ評価するととにɺアドミッ

ション・ポリシーと入学者બൈ内容の߹性について評価・͠ূݕ·すɻ
（2）.入学લ教育プロάラムશ学ڞ௨課ٴͼ保育科ಠࣗ課ɿ入学લ教育プロάラムશ学ڞ௨課ٴͼ保育科

ಠࣗ課Λ実施͠ɺアドミッション・ポリシーΛ౿·͑ͨ入学者の課等Λ分ੳ・͠ূݕ·すɻ
（3）.入学者ࣄલ学習プロάラムɿ入学લの 3݄に実施͞れる入学者ࣄલ学習プロάラムͰɺ入学༧定者のॳ

度教育のҰと͠てɺେ学における学修方法なͲΛ学Ϳととにɺアドミッション・ポリシーΛ౿·͑
ͨ入学者の課等Λ分ੳ・͠ূݕ·すɻ

ʲࡏ学தʳ
（1）..(1"ɿ(1"Λ༻いͨ成績ใのѲと分ੳΛ行いɺカリキュラム・ポリシー（教育内容・教育方法・評価

方法）ɺٴͼカリキュラムマップについてɺ評価 ŋ͠ূݕ·すɻ
（2）.履修カϧςɿ履修カϧςΛ༻いて学修ঢ়گのѲと分ੳΛ行いɺカリキュラム・ポリシー（教育内容・教

育方法・評価方法）ٴͼカリキュラムマップについてɺ評価 ŋ͠ূݕ·すɻ

ʲଔ࣌ۀ・ଔޙۀʳ
（1）.໔ڐ・資格औಘ（औಘ）ɿ༮ஓԂ教་ೋछ໔ڐঢ়ٴͼ保育士資格のऔಘ者・औಘΛѲ͠ɺެද͠·すɻ
（2）.卒業生アンέート（学生生׆ຬ度ௐࠪ）ɿ卒業時に行͏学生生׆に関するアンέートௐࠪΛ௨͠てɺ学修

のѲΛ行ͬてい·すɻگͼ学修ঢ়ٴڥ
（3）.ຊ学卒業生に関するアンέート（ब৬ઌٴͼ卒業生ର）ɿ卒業 5ޙ·Ͱの卒業生Λରと͠ɺຊ学のカ

リキュラムશൠ学修内容に関するアンέートΛ実施͠てい·すɻアンέート݁果カリキュラム・ポリ
シーٴͼカリキュラムマップの分ੳ・ূݕに༻いてい·すɻ
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3．科目レベルのアセスメント・ポリシー
ۨঁࢠ期େ学ɺ科目レϕϧにおいてɺҎԼの評価ࢦඪΛ༻い学修成果等の評価 ŋূݕΛ行い·すɻ

ʲೖ学࣌・ೖ学ޙʢॳڭҭʣr
（1）.৽入生ૅج学力ςストɿॳ度教育のҰと͠てɺ৽入生ૅج学力ςストΛ行いɺओにૅج学力の্の

ͨΊの学修課程に位ஔけるととにɺςストの݁果Λアドミッション・ポリシーの分ੳϑィードバッ
Ϋに༻͠てい·すɻ

ʲࡏ学தʳ
（1）.成績評価ɿ֤ 授業୲教һɺシラバスのࡌه内容に͖ͮج成績評価Λ行い·すɻ成績評価カリキュラム・

ポリシーٴͼディプロマ・ポリシーのϑィードバッΫに༻͠てい·すɻ
（2）.授業評価アンέートɿ学生による授業評価アンέートΛݪ則と͠てશての授業科目において実施͠ɺ教育

վળにཱて·すɻ݁果定Ίられͨ方法Ͱެද͠·すɻ
（3）.実習ઌ評価ɿ֤実習施ઃによる学外実習の評価Λ行い·すɻ評価内容学生ࣗ身の学修౸ୡ度課の

Ѳに༻いるととにɺカリキュラム・ポリシーٴͼディプロマ・ポリシーのϑィードバッΫに༻͠て
い·すɻ
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ҭ՝ఔʢΧϦΩϡϥϜʣڭ

1．教育課程
2 ؒの授業科目とͦの教育内容ɺ単位ɺ学修の時期なͲの͜とΛ૯শ͠て教育課程（カリキュラム）といい·
すɻ
ຊ学Ͱɺ期େ学ઃஔج४にͮجいてɺಠࣗのカリキュラムΛઃ定͠てい·すɻ

2．तۀ科目
1．ຊ学の授業科目࣍のよ͏に分類͞れ·すɻ

授業科目
ج ૅ 科 目 ૅجΛ修ಘ͠ɺ·ͨઐ教育科目のࣝݟว的にཱつ教ཆී͘

となる͜とΛྀͨ͠ߟ科目
ઐ教育科目 ઐ分のࣝݟΛ修ಘするͨΊの科目

2．授業科目ɺ卒業໔ڐɺ資格औಘの要件と͠て࣍のよ͏に分類͞れ·すɻ
ඞ修科目ɿඞͣ履修͠ɺ単位Λ修ಘ͠なければならない科目
બ科目ɿબඞ修科目ᴷࢦ定͞れͨ方法Ͱબ͠ɺඞͣ履修͠ɺ単位Λ修ಘ͠なければならない科目
. બ  科 目ᴷࢦ定͞れͨ科目の͏ͪɺదٓબͰ͖る科目

ɹ֨ࢿ．3
保育科ɺ༮ஓԂ教་ೋछ໔ڐならͼに保育士資格Λऔಘする͜とΛओͨる目的とする学科Ͱすɻ
໔ڐ・資格ΛऔಘするͨΊにɺ卒業要件Λຬͨすととにɺͦれͧれにඞ要な科目Λ履修͠なければなΓ·ͤΜ

（ʮ単位履修方法ʯの߲目Λࢀরする͜と）ɻ

幼稚園教諭二種免許
༮ஓԂ教་ೋछ໔ڐ（ҎԼɺ教һ໔ڐとい͏）Λऔಘする者ɺ教৬課程（ʮ教育৬һ໔ڐ法ʯおよͼʮ教育৬һ
໔ڐ法施行ن則ʯによる）Λ履修͠てඞ要な単位Λ修ಘ͠なければなΓ·ͤΜɻ
ॴ定の単位Λ修ಘ͠ɺ卒業のࠐݟΈの͋る者についてɺ教һ໔ڐঢ়のਃΛେ学から౦ژにҰׅͰਃ͠·すɻ
期Ͱすɻޙの࣍લにΦリΤンςーションͰઆ໌͠·すのͰඞͣ出席͠てͩ͘͞いɻΦリΤンςーションの時期2ࣄ
ࡉৄ ,0."+0ポーλϧͰおらͤ͠·すɻ
教һ໔ڐঢ়ɺ৹ࠪのޙɺ౦ژ教育ҕһձからަ͞れɺ卒業ࣜに受ྖͰ͖·すɻ

保育士資格
保育士資格Λऔಘする者ɺʮࣇಐࢱ法ʯおよͼʮࣇಐࢱ法施行ن則ʯにن定͞れͨ教科目およͼ履修方法に
よΓɺඞ要な単位Λ修ಘ͠なければなΓ·ͤΜɻ
ॴ定の単位Λ修ಘ͠ɺ卒業のࠐݟΈの͋る者についてɺ保育士登録ਃのΦリΤンςーションΛ行い·すのͰඞͣ
出席͠てͩ͘͞いɻΦリΤンςーションの時期 2࣍のޙ期Ͱすɻৄࡉ ,0."+0ポーλϧͰおらͤ͠·すɻ
保育士ূɺಓݝࣄによる登録ܾ定ޙɺ登録ࣄॲཧセンλーよΓຊਓѼにૹ͞れ·すɻ
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社会福祉主事任用資格
ࣾձࢱओࣄɺࣾձࢱ法ୈ 18条およͼୈ 19条においてͦの資格͕定ٛͮけられている༻資格Ͱすɻ
ඞ要な単位Λすて修ಘ͠卒業要件Λຬͨͨ͠߹にɺ卒業とಉ時に༻の資格Λಘる͜と͕Ͱ͖·すɻ
保育科の学生͕ࣾձࢱओࣄの༻の資格ΛಘるͨΊにɺҎԼのʮࢦ定科目ʯから 3科目Ҏ্修ಘする͜と
͕ඞ要Ͱすɻ
ྫ）ࣾձࢱɺ保育ݪཧɺ教育ݪཧ
（ɿ教育ݪཧと教育方法྆科目修ಘ͠て 1科目修ಘのࢉܭになΓ·す）

ʮࣾձࢱओࣄ༻֨ࢿʯʹؔ͢Δްੜ࿑ಇେਉࢦఆՊҰཡ

ఆՊ໊শࢦ อҭՊ։ߨՊ
1 ࣾձ֓ࢱ ࣾձࢱ
2 ࣾձࣄࢱ業࢙
3 ࣾձࢱԉॿٕज़
4 ࣾձࢱௐࠪ
5 ࣾձࢱ施ઃܦӦ
6 ࣾձࢱ行
7 ࣾձ保ো
8 ެ的ැॿ
9 ࢱಐࣇ ࢱͲՈఉࢠ
10 Ոఉࢱ
11 保育ཧ 保育ݪཧ
12 身ମো者ࢱ
13 的ো者ࢱ
14 精神ো者保݈ࢱ
15 ਓࢱ
16 ҩྍࣾձࣄ業
17 Ҭࢱ
18 法学
19 ຽ法
20 行法
21 学ࡁܦ
22 ࣾձࡦ
23 ࡦࡁܦ
24 ৺ཧ学 ৺ཧ学
25 ࣾձ学
26 教育学 教育ݪཧɺ教育方法
27 ྙཧ学
28 ެऺӴ生学
29 ҩ学Ұൠ
30 リϋϏリςーション
31 学ޢ
32 հ֓ޢ
33 ӫཆ学
34 Ո学

（ҙ）.༻資格とɺެһا業Ͱ࠾༻͞れͨのͪɺಛ定の業に༻͞れると͖にඞ要となる資格Ͱɺ༻͞れてॳΊてͦの資格Λ໊る
͜と͕Ͱ͖·すɻ͕ͨͬ͠てɺຊ学の卒業によͬてࣗ動的にಘられる資格Ͱ͋Γ·ͤΜɻ
ࣾձࢱओࣄ༻資格Λࣔすূ໌ॻൃ行͠てい·ͤΜɻް生࿑ಇলのϗームϖーδにࡌهのとおΓʮࣾձࢱओࣄ༻資格ʯのূ໌に
ついてɺ履修ࡁΈ科目͕͞ࡌهれͨ成績ূ໌ॻによΓূ໌する͜と͕Ͱ͖·すɻ
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�．୯Ґ੍
単位とɺ科目Λ修ಘするͨΊにඞ要な学修ྔΛࣔすのͰすɻ
ຊ学Ͱ単位制Λ࠾༻͠ておΓɺॴ定の授業科目Λ履修͠ɺ単位Λ修ಘ͠ɺ修ಘͨ͠単位͕ॴ定のにୡする͜
とによΓ卒業͕ೝΊられɺ໔ڐ・資格͕ಘられ·すɻ
֤授業科目の単位ɺ期ؒ授業ܗଶによͬてҧい͕͋Γ·す͕ɺ1単位の修ಘに要する授業時ؒとࣗ習時ؒ
ԼදのとおΓとなΓ·すɻ

単位のجࢉܭ४ʤ1単位の修ಘに要する授業時ؒとࣗ習時ؒʥ

授業ܗଶ 授業時ؒ ࣗ習時ؒ

講　　ٛ 15時ؒʙ 30時ؒ 15時ؒʙ 30時ؒ

ԋ　　習 15時ؒʙ 30時ؒ 15時ؒʙ 30時ؒ

実習・実ٕ 30時ؒʙ 45時ؒ

ຊ学Ͱɺ授業時্ׂؒの 1時ݶΛ 90分授業と͠て実施͠ておΓɺͦれΛ単位制における 2時ؒ分と͠て
い·すɻ
授業時ؒ教育ޮ果Λ͑ߟɺԋ習について 15時ؒΛͬて 1単位とする͜と͕͋Γ·すɻ

�．ଔۀཁ݅
単位ɺ授業科目Λ履修͠試験なͲによる学修評価Λ受けͨ͏͑Ͱɺ߹格ͨ͠߹にのΈ与͑られ·すɻ
ຊ学の課程Λ修ྃするͨΊに 2Ҏ্ࡏ学͠（ࡏ学ݶ 4Λݶ度とするɻͨͩ͠ɺ期履修学生のࡏ学
ݪ則と͠て 3Ҏ্ 5Ҏ内とする）ɺผに定Ίるʮ単位履修方法ʯにैͬて単位Λ修ಘ͠なければなΓ·ͤΜɻ
·ͨɺຊ学ॴ定の学අΛೲ͠ていなければなΓ·ͤΜɻ

�．学期੍
ຊ学の授業ɺલ期・ޙ期の 2期に分けて実施͞れ·すɻ
授業科目にɺͦれͧれの科目にඞ要な学修期ؒにԠ͡てɺલ期͋るいޙ期のΈͰऴྃする期科目とɺલ期お
よͼޙ期Λ௨͠て行Θれる௨科目ɺ͋るҰ定期ؒにूத͠て行͏ूத講ٛ科目͕͋Γ·すɻ
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�．तɹۀ
ຊ学の 1時ݶの授業時ؒ 90分Ͱすɻ

1時ݶ 2時ݶ 3時ݶ 4時ݶ 5時ݶ

9ɿ00ʙ 10ɿ30 10ɿ40ʙ 12ɿ10 13ɿ00ʙ 14ɿ30 14ɿ40ʙ 16ɿ10 16ɿ20ʙ 17ɿ50

授業Λ受けると͖ҎԼの͜とにҙ͠てͩ͘͞いɻ
・ࠁɺ欠席Λ͠ない
・授業தのޠࢲ৻Ή
・ͬて席Λれない
・スマートϑΥンなͲのిݯݪ則0''にする
・授業のࡱӨɺ録ըɺ録Իݪ則ࢭې

�．तۀのग़੮のॏཁੑ
単位Λ修ಘするͨΊに 1授業科目につ͖ɺ定Ίられͨ時の出席͕ඞ要になΓ·すɻなおɺ実習سҾɺ学ߍ
છͰ授業Λ欠席ͨ͠߹ɺެ欠のରとなΓ·すɻײ
授業ɺ教һと学生͕ਓؒ的な;れ͋いΛ௨͠て学するͰ͋Γɺ学生生׆のجຊとなるのͰすɻよͬてɺ
出席ঢ়گ成績評価の重要な要ૉになΓ·すɻ
なおɺ出席ঢ়گによͬてɺ定期試験の受験資格͕な͘なる߹ɺ定期試験なͲΛ受験͠て単位Λ修ಘͰ͖な
い߹͕͋Γ·すɻ

�．तۀのܽ੮
（1）忌引（公欠の対象となります）

ۙ者のڈࢮに͏ّ等によΓ欠席ͨ͠߹ɺ欠席ޙ 1िؒҎ内にʮެ欠ਃࠂಧʯにձྱঢ়なͲ
のॻ類Λఴ͠て教課に提出͠てͩ͘͞いɻ

父・母 ７日
祖父母・兄弟姉妹 ４日

忌引の範囲は次のとおりです。
①
②
③ おじ・おば、甥・姪など三親等以内の親族 ２日

※休日、祝祭日、大学の休業日を含む連続した日数。

兄
弟
姉
妹

伯
叔
父
母

　
　子
　
　孫
　
　曾
孫

甥
　姪

曾
祖
父
母
　　祖
父
母
　
　父
　母

本
　人

曾
祖
父
母
　　祖
父
母
　
　父
　母

配
偶
者

配
偶
者

兄
弟
姉
妹

伯
叔
父
母

甥
　姪

③

②

① ①

①

②

③

③

③

③

②

② ② ②

③

③
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（2）実習
実習ΦリΤンςーションɺ実習ઌのԂ・施ઃの߹によるԆ実習ެ欠のରとなΓ·すɻࣗݾ߹

（ප欠なͲ）によるԆ実習ެ欠のରになΓ·ͤΜɻৄࡉɺʮ実習ΨΠドϒッΫʯΛࢀর͠てͩ͘͞
いɻ

（3）学校感染症（公欠の対象となります）
学ߍ保݈҆શ法施行ن則に定Ίるײછにかかͬͨ߹ɺ学内Ͱのײછ֦େΛ͙ͨΊに出席ఀࢭとな
Γ·すɻ出席ఀࢭ期ؒの授業欠席ެ欠のରとなΓ·すのͰɺ࣏༊ޙɺ登ߍՄからݪ則 1िؒҎ内にɺ
ඞ要ه͕߲ࣄ入͞れͨʮ学ײߍછ登ڐߍՄॻʯΛ教課提出͠てͩ͘͞いɻʮ学ײߍછ登ڐߍՄॻʯ
 ,0."+0ポーλϧよΓμンロードɺ·ͨʮ学生生׆ΨΠドʯのרよΓ"4αΠζにίϐー͠て
Մॻʯの内容に不උ͕͋ると受ཧͰ͖ない߹͕͋Γ·すɻެ欠ਃڐߍછ登ײߍてͩ͘͞いɻʮ学͠༺
खଓ͖のৄࡉɺ,0."+0ポーλϧのࣔܝΛ֬ೝ͠てͩ͘͞いɻ

学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第 18 条より抜粋）
ୈҰछ　.ΤϘラ出݂ɺΫリミア・ίンΰ出݂ɺᚃɺೆถ出݂ɺϖストɺマーϧϒϧάපɺラッαɺ

ମ͕ϕーλίロφΠϧスଐݪප）܈ީثٵݺ性ٸ性փനԌɺδϑςリアɺ重ٸ 4"34 ίロ
φΠϧスによるのにݶる）ɺத౦ثٵݺީ܈（පݪମ͕ϕーλίロφΠϧスଐ.&34 ίロ
φΠϧスͰ͋るのにݶる）ɺಛ定ௗΠンϑϧΤンβ（ײછの༧およͼײછױ者にରする
ҩྍに関する法にن定するಛ定ௗΠンϑϧΤンβ）およͼ৽ܕΠンϑϧΤンβ等ײછ

ୈೋछ　.ΠンϑϧΤンβ（ಛ定ௗΠンϑϧΤンβおよͼ৽ܕΠンϑϧΤンβ等ײછΛআ͘）ɺඦ֏ɺຑ
（͠か）ɺ流行性ࣖԼથԌ（おͨ;͘かͥ）ɺ෩（3ば͠か）ɺਫ（ਫ΅͏ͦ͏）ɺҺ಄݁
ບ（プーϧ）ɺ݁֩ɺບԌە性ບԌɺ৽ܕίロφΠϧスײછ（පݪମ͕ϕーλίロφ
ΠϧスଐのίロφΠϧスͰ͋るのにݶる）

ୈࡾछ　.ίレラɺەࡉ性ཀྵɺ出݂性େײەછɺνϑスɺύラνϑスɺ流行性֯݁ບԌɺٸ性出
݂性݁ບԌɺ༹連ײەછɺછ性単֩ٿ（Πϧス性؊Ԍ）ɺマΠίプラζマײછɺ流行性
ᅅుԼཀྵ（ײછ性ңԌ）ɺखޱපなͲ

（4）就職活動（原則公欠の対象ではありません）
ब৬׆動のͨΊに欠席する（ͨ͠）߹ɺݪ則ެ欠のରになΓ·ͤΜɻ出欠のѻいについて授業
୲教һ૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ

（5）裁判員・検察審査員（公欠の対象ではありません）
৹ࠪձ制度による欠席ɺެ欠のରになΓ·ͤΜɻ出欠のѻいについて授業ݕһ制度およͼࡋ
୲教һ૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ

（6）その他やむを得ない事情で欠席する（した）場合は、学生支援課へ相談してください。
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ߨɹٳ．�1
୲教һ͕ΉΛಘͣ授業Λ休Ή߹ɺ,0."+0ポーλϧのࣔܝͰप͠·すɻ
休講のら͕ͤな͘ɺ30分ܦա͠て教һ͕དྷない߹ɺ教課に連བྷ͠てࣔࢦΛ受けてͩ͘͞いɻ

11．ิɹߨ
補講ɺ休講なͲによΓ授業のे分なਐ度͕ಘられない߹に行ΘれるのͰɺ正نの授業Ͱすɻ௨ৗɺ補講期
ؒ（,0."+0ポーλϧのスέδューϧࢀর）に実施͠·す͕ɺͦれҎ外に行Θれる߹͕͋るのͰɺつͶに
,0."+0ポーλϧのࣔܝΛ֬ೝ͠てͩ͘͞いɻ

12．学ੜʹΑΔतۀධՁ
ຊ学ͰɺよΓよい授業の実施のͨΊɺ学生による授業評価Λ実施͠てい·すɻ
評価科目͝とのアンέートࣜܗͰɺ期ؒΛ定Ίて ,0."+0ポーλϧΛ௨͡て実施͠てい·すɻࣗ༝هड़ཝに
授業のྑかͬͨҙݟɺ要なͲについてهड़͠てͩ͘͞いɻ
アンέートແ໊ه方ࣜͰ行͏のͰɺݸਓ͕ಛ定͞れる͜とɺ成績なͲの評価にө͞れる͜とҰ͋Γ·ͤ
Μɻ

13．学֎࣮शʹ͍ͭͯ
༮ஓԂ教་ೋछ໔ڐΛऔಘするͨΊにඞ要な教育実習ɺݪ則と͠て 1ޙ࣍期と 2࣍の 6݄に実施͠·すɻ
保育士資格ΛऔಘするͨΊにඞ要な保育実習ɺݪ則と͠て 1ޙ࣍期に保育ॴと保育ॴҎ外のࣇಐࢱ施ઃお
よͼࣾձࢱ施ઃɺ2ޙ࣍期に保育ॴɺ·ͨ保育ॴҎ外のࣇಐࢱ施ઃなͲͰ実施͠·すɻ
۩ମ的な期ؒ方法についてɺ授業時にお͑͠·すɻ
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ཤɹम

1．ཤमొのྲྀΕʹ͍ͭͯ
履修登録と受講科目Λ֤͕ࣗ登録・ܾ定する͜とΛいい·すɻ
,0."+0ポーλϧから履修登録͠·すのͰɺૢ作方法なͲ ,0."+0ポーλϧのʮ学生ૢ作マχュアϧʯΛ
র͠てͩ͘͞いɻࢀ

【前期】履修登録スケジュール
3 ্݄० 成績照会および成績通知書の送付

ࣗ分の単位修ಘঢ়گとʮ履修ΨΠドʯの卒業（修ྃ）およͼ໔ڐ・資格औಘにඞ要な
修ಘ単位から不単位Λ֬ೝ͠·すɻ
ըΛͨててͩ͘͞いɻܭ度の履修࣍
˞ 1ޙ࣍期の成績௨ॻ 4্݄०にૹ͠·すɻ

ˣ
4 ্݄०

（ΦリΤンςーション）
「履修ガイド」、「学生生活ガイド」、「授業時間割表」の配付【1年次前期のみ】
ʮ履修ΨΠドʯの卒業にඞ要な修ಘ単位から不単位Λ֬ೝ͠てɺ科目Λબͼ·すɻ
2生卒業にඞ要な単位の΄かにʮ資格ඞ修科目ʯにҙ͠てͩ͘͞いɻ

ˣ
4 ্݄० 履修登録期間【前期】

લ期履修登録期ؒにޙ期։講科目登録ՄͰすɻؒの履修ܭըΛͨててͩ͘͞いɻ

ˣ
4 ݄த० 履修登録確認期間【前期】

˞֬ೝ期ؒҎ߱の履修มߋ授業ਐ行の͛となるͨΊɺҰೝΊられ·ͤΜɻ

ˣ
4 ݄Լ० 履修確認（履修確定科目公開）【前期】

˞Τラーද͕ࣔ͋ͬͨ߹ɺ教課に૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ

【後期】履修登録スケジュール
9 ݄த० 成績照会および成績通知書の送付

ࣗ分の単位修ಘঢ়گとʮ履修ΨΠドʯの卒業（修ྃ）およͼ໔ڐ・資格औಘにඞ要な
修ಘ単位から不単位Λ֬ೝ͠·すɻ
ըΛͨててͩ͘͞いɻܭ期の履修ޙ

ˣ
9 ݄த० 履修登録期間【後期】

ˣ
9 ݄Լ० 履修登録確認期間【後期】

˞֬ೝ期ؒҎ߱の履修มߋ授業ਐ行の͛となるͨΊɺҰೝΊられ·ͤΜɻ

ˣ
10 ্݄० 履修確認（履修確定科目公開）【後期】

˞Τラーද͕ࣔ͋ͬͨ߹ɺ教課に૬ஊ͠てͩ͘͞いɻ
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2．保育士資格に係る段階科目の連動条件について
連動条件Λ༗する科目࣍の௨ΓͰすɻ条件Λຬͨ͠ていなければ֘科目履修Ͱ͖ͣɺ資格औಘ͕Ԇ期となΓ
·すɻなおɺ2࣍の科目Λ履修するͨΊに 1࣍のʮ保育実習ࢦಋᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯʮ保
育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯの単位Λ修ಘࡁΈ（保ཹΛؚΉ）Ͱ͋る͜と͕ඞ要Ͱすɻ

࣍ 段階の科目 連動条件
1࣍ 保育実習ᶗ

（保育ॴ）
・ʮ保育実習ࢦಋᶗ（保育ॴ）ʯの単位修ಘࠐݟͰ͋る͜とɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶗ（保育ॴ）ʯの履修ޙにʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯにࢀՃ͠単位修ಘに
ಋᶗ（保育ॴ）ʯ不Մとなるɻࢦらない߹ɺʮ保育実習ࢸ

1࣍ 保育実習ᶗ
（施ઃ）

・ʮ保育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯの単位修ಘࠐݟͰ͋る͜とɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯの履修ޙにʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯにࢀՃ͠単位修ಘにࢸら
ない߹ɺʮ保育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯ不Մとなるɻ

2࣍ 保育実習ᶘ ・1࣍のʮ保育実習ࢦಋᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯ
ʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯの単位修ಘࡁΈ（保ཹΛؚΉ）Ͱ͋る͜とɻ
・1࣍のʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯいͣれか͕評価保ཹとなΓɺ
ͦの再実習Ͱʮ不Մʯとなͬͨ߹ɺʮ保育実習ࢦಋᶘʯΛ履修͠ɺ講ٛに出席͠単位
修ಘࠐݟのঢ়ଶͰ͋ͬてʮ保育実習ࢦಋᶘʯの評価ʮ不Մʯとなるɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶘʯの単位修ಘࠐݟͰ͋る͜とɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶘʯの履修ޙにʮ保育実習ᶘʯにࢀՃ͠単位修ಘにࢸらない߹ɺʮ保
育実習ࢦಋᶘʯ不Մとなるɻ

2࣍ 保育実習ᶙ ・1࣍のʮ保育実習ࢦಋᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ࢦಋᶗ（施ઃ）ʯ
ʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯの単位修ಘࡁΈ（保ཹΛؚΉ）Ͱ͋る͜とɻ
・1࣍のʮ保育実習ᶗ（保育ॴ）ʯʮ保育実習ᶗ（施ઃ）ʯいͣれか͕評価保ཹとなΓɺ
ͦの再実習Ͱʮ不Մʯとなͬͨ߹ɺʮ保育実習ࢦಋᶙʯΛ履修͠ɺ講ٛに出席͠単位
修ಘࠐݟのঢ়ଶͰ͋ͬてʮ保育実習ࢦಋᶙʯの評価ʮ不Մʯとなるɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶙʯの単位修ಘࠐݟͰ͋る͜とɻ
・ʮ保育実習ࢦಋᶙʯの履修ޙにʮ保育実習ᶙʯにࢀՃ͠単位修ಘにࢸらない߹ɺʮ保
育実習ࢦಋᶙʯ不Մとなるɻ

˞.ʮ単位修ಘࠐݟʯとɺࢦޙࣄಋΛআいͨ単位修ಘの成績評価͕つ͘ঢ়ଶに͋る͜とΛい͏ɻ֤ʮ保育実習ࢦಋʯ
科目ɺࢦޙࣄಋΛܦて単位修ಘにࢸるͨΊɺ֤ʮ保育実習ʯ科目修ྃ·Ͱʮ評価保ཹʯとするɻ
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3．୯Ґཤमํ๏

●保育科の教育目的・教育目標
保育科Ͱɺʪਓؒ力ʫʪ༡ͼ力ʫʪදݱ力ʫʪߟࢥ力ʫΛபとͨ͠保育・教育ɺࢱのઐ性Λ身にけɺະདྷΛ
Γ͘力Λͬͨ૯߹的ਓؒ力のߴいਓࡐの育成Λ目ඪと͠てい·すɻ
ಛにɺlࢠͲの༡ͼ zのຊ࣭Λཧղする͜とɺࢠͲΛ͡Ίとͨ͠ਓʑのදݱΛ͑ࢧるײ受性දݱ力Λͬ
ͨ保育者Λཆ成͠·すɻ

●保育科の教育目的・教育目標
 保育科では、〈人間力〉〈遊び力〉〈表現力〉〈思考力〉を柱とした保育・教育、福祉の専門性を身に付け、
未来を切り拓く力をもった総合的人間力の高い人材の育成を目標としています。
　特に、“子どもの遊び”の本質を理解することや、子どもをはじめとした人々の表現を支える感受性や
表現力をもった保育者を養成します。

必修 選択
必修

仏教学Ⅰ A18両-1 講義 2 1 ○ ○ ○

仏教学Ⅱ A18両-2 講義 2 1 ○ ○ ○

心理学 A14基-2 講義 2 2

日本国憲法 A32幼-2 講義 2 2 ○

情報リテラシー A01幼-1 講義 2 1 ○

英語コミュニケーションⅠ A83両-1 演習 1 1 ○ ○

英語コミュニケーションⅡ A83両-2 演習 1 2 ○ ○

体育 A78両-1 講義 1 1 ○ ○

体育 A78両-1 実技 1 1 ○ ○

自然と文化 A36基-2 演習 1 2

ボランティア実習 A36基-2 実習 1 2

基礎講座Ⅰ A37基-1 演習 1 1

基礎講座Ⅱ A37基-1 演習 1 1

日本語表現 A81基-1 講義 2 1

ライフデザイン A36基-2 講義 2 2

授業
形態

単位
数

卒業
必修

幼免
必修

保育士
履修方法・注意事項

　
　
基礎科目において卒業に必要な単位数は
卒業必修科目を含め、16単位以上修得し
なければならない。

配当
年次

基
　
礎
　
科
　
目

科目分類
番号科　　目

64単位以上

卒業に必要な修得単位数

必修4単位　計16単位以上

必修6単位　計48単位以上

●基礎科目[2025年度入学者より適用]

●卒業・免許・資格に必要な修得単位数

区　　分

基　礎　科　目

保育科専門教育科目

合　　計

必修12単位　計16単位以上

必修47単位　計48単位以上

64単位以上

幼稚園教諭二種免許取得に
必要な修得単位数

保育士資格取得に
必要な修得単位数

必修8単位　計16単位以上

必修55単位　選択必修9単位
計64単位以上

80単位以上
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必修 選択
必修

保育ਉ理 %37保-1 講義 2 1 ○
教育ਉ理 %37両-1 講義 2 1 ○ ○ ○
子どもੇ൦福祉 %36保-1 講義 2 1 ○
ভ福祉 %36保-1 講義 2 1 ○
子育て支ର %36保-2 演習 1 2 ○
ভ的養૧Ⅰ %36保-1 講義 2 1 ○
保育者 %37両-2 講義 2 2 ○ ○
幼ు教育度 %37両-2 講義 2 2 ○ ٲ
保育の心理学 %14両-1 講義 2 1 ○ ○ ○
子どもੇ൦支ରの心理学 %14両-1 講義 2 2 ○ ○
子どもの理解とରஃ %14両-2 演習 1 1 ○ ○
子どもの岵ら峊と保 %49両-1 講義 2 1 ○ ○
子どもの೨と৸ %49両-2 演習 1 1 ○ ○
子どもの୫と౭養Ⅰ %49保-1 演習 1 2 ○
子どもの୫と౭養Ⅱ %49保-2 演習 1 2 ○
子どもੇ൦支ର %36保-2 講義 2 2 ○
教育ৼ %14両-2 講義 2 2 ○ ٲ
保育ҩ教育ୖங %37両-2 講義 2 2 ○ ○
保育ઍ総 %37両-2 演習 1 2 ○ ○
子どもと೨ %49両-2 演習 1 2 ○ ٱ
子どもと人間ঢ়બ %37両-2 演習 1 2 ○ ٱ
子どもと୭ %37両-2 演習 1 1 ○ ٱ
子どもと୴ %37両-2 演習 1 1 ○ ٱ
子どもと表現Ⅰ %37両-1 演習 1 1 ○ ○
子どもと表現Ⅱ %37両-2 演習 1 2 ٱ
保育ઍҦ೨ҧ %37両-2 演習 1 2 ○ ○
保育ઍҦ人間ঢ়બҧ %37両-2 演習 1 2 ○ ○
保育ઍҦ୭ҧ %37両-2 演習 1 1 ○ ○
保育ઍҦ୴ҧ %37両-1 演習 1 1 ○ ○
保育ઍҦ身体表現ҧ %37両-1 演習 1 1 ○ ○
保育ઍҦఠ௫表現ҧ %37両-1 演習 1 1 ○ ○
保育ઍҦୗ形表現Ⅰҧ %37両-1 演習 1 2 ○ ○
保育ઍҦୗ形表現Ⅱҧ %37両-2 演習 1 2 ○ ○
ు保育Ⅰ %37保-1 講義 2 1 ○
ు保育Ⅱ %37保-2 演習 1 2 ○
特શな支ରを要する子どもの理解と支ରⅠ %36両-1 演習 1 1 ○ ○
特શな支ରを要する子どもの理解と支ରⅡ %36両-2 演習 1 2 ○ ○
ভ的養૧Ⅱ %36保-2 演習 1 2 ○
教育方法 %37両-1 講義 2 1 ○ ٲ
ుญ文化 %37保-1 演習 1 1 ٱ
現৻保育実ᄷのୖڶ %37保-2 講義 2 2 ٱ
現৻保育実ᄷのୖڷ %37保-2 演習 1 2 ٱ
ఠ௫基礎Ⅰ %76両-1 演習 1 1 ○ ○
ఠ௫基礎Ⅱ %76両-2 演習 1 1 ○ ○
ୗ形基礎Ⅰ %72両-1 演習 1 1 ○ ○
ୗ形基礎Ⅱ %72両-2 演習 1 1 ○ ○
保育実習Ⅰق保育ਚك %37保-1 実習 2 1 ○
保育実習Ⅰقਝك %37保-1 実習 2 1 ○
保育実習Ⅱ %37保-2 実習 2 2 ٷ
保育実習⋝ %37保-2 実習 2 2 ٷ
保育実習Ⅰق保育ਚك %37保-1 演習 1 1 ○
保育実習Ⅰقਝك %37保-1 演習 1 1 ○
保育実習Ⅱ %37保-2 演習 1 2 ٷ
保育実習⋝ %37保-2 演習 1 2 ٷ
学ૅ体ୡણ %37幼-1 実習 1 1 ○
教育実習 %37幼-2 実習 4 2 ○
保育ҩ教実ᄷ演習�幼稚園� %37両-2 演習 2 2 ○ ○
保育学崤ミ %37専-2 演習 2 2 ○

授業
形態

�1�
専門教育科目において卒業に必要な単位数
は卒業必修科目を含め、48単位以上修得し
なければならない。

�2�
保育士資格取得ൌ者はഀٲとഀٱの
11科目の岰峋、6単位以上を選択必修のこと。
峇の岰峋ഀٱの科目を2単位以上履修すること
岶ましい。

ഀٲ　　
     幼ు教育度
　　 教育ৼ
　　 教育方法

ഀٱ　　
　 　子どもと೨
　　 子どもと人間ঢ়બ
　　 子どもと୭
　　 子どもと୴
　　 子どもと表現Ⅱ
     ుญ文化
　　 現৻保育実ᄷのୖڶ
　　 現৻保育実ᄷのୖڷ

�3�
保育士資格取得ൌ者は、ഀٷの科目の岰
峋、じ数ஊ�嵕ー嵆数ஊ�の2科目3単位以上
を選択必修のこと。

単位
数

配当
年次

卒業
必修

幼免
必修 履修方法・注意事項

保育士

●保育科専門教育科目[2025年度入学者より適用]

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

科目分類
番号科　　目



履修の方法

1�

岧保育士資格取得に必要な授業科目岨
⋇教養科目

教科目 授業形態 ਝ઼単位数
仏教学Ⅰ 講義 2 30 必修
仏教学Ⅱ 講義 2 30 必修
心理学 講義 2 30
日本国憲法 講義 2 30
情報リテラシー 講義 2 30
基礎講座Ⅰ 演習 1 30
基礎講座Ⅱ 演習 1 15
日本語表現 講義 2 30
ライフデザイン 講義 2 30
自然と文化 演習 1 30
ボランティア実習 実習 1 45
英語コミュニケーションⅠ 演習 1 30 必修
英語コミュニケーションⅡ 演習 1 30 必修

講義 1 講義 1 20
実技 1 実技 1 40

本学におけるਝ઼単位数
本学におけるਈ履修単位数

⋈必修科目

教科目 授業形態 ਝ઼単位数
保育ਉ理 講義 2 保育ਉ理 講義 2 30 必修
教育ਉ理 講義 2 教育ਉ理 講義 2 30 必修
子どもੇ൦福祉 講義 2 子どもੇ൦福祉 講義 2 30 必修
ভ福祉 講義 2 ভ福祉 講義 2 30 必修
子どもੇ൦支ର 講義 2 子どもੇ൦支ର 講義 2 30 必修
ভ的養૧Ⅰ 講義 2 ভ的養૧Ⅰ 講義 2 30 必修
保育者 講義 2 保育者 講義 2 30 必修
保育の心理学 講義 2 保育の心理学 講義 2 30 必修
子どもੇ൦支ରの心理学 講義 2 子どもੇ൦支ରの心理学 講義 2 30 必修
子どもの理解とରஃ 演習 1 子どもの理解とରஃ 演習 1 30 必修
子どもの保 講義 2 子どもの岵ら峊と保 講義 2 30 必修

子どもの୫と౭養Ⅰ 演習 1 30 必修
子どもの୫と౭養Ⅱ 演習 1 30 必修

保育の計と௬ 講義 2 保育・教育ୖங 講義 2 30 必修
保育ઍ総 演習 1 保育ઍ総 演習 1 30 必修

保育ઍ岣೨岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣人間ঢ়બ岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣୭岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣୴岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣身体表現岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣ఠ௫表現岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣ୗ形表現Ⅰ岤 演習 1 30 必修
保育ઍ岣ୗ形表現Ⅱ岤 演習 1 30 必修
ఠ௫基礎Ⅰ 演習 1 30 必修
ఠ௫基礎Ⅱ 演習 1 30 必修
ୗ形基礎Ⅰ 演習 1 30 必修
ୗ形基礎Ⅱ 演習 1 30 必修
子どもと表現Ⅰ 演習 1 30 必修

ు保育Ⅰ 講義 2 ు保育Ⅰ 講義 2 30 必修
ు保育Ⅱ 演習 1 ు保育Ⅱ 演習 1 30 必修
子どもの೨と৸ 演習 1 子どもの೨と৸ 演習 1 30 必修

特શな支ରを要する子どもの理解と支ରⅠ 演習 1 30 必修
特શな支ରを要する子どもの理解と支ରⅡ 演習 1 30 必修

ভ的養૧Ⅱ 演習 1 ভ的養૧Ⅱ 演習 1 30 必修
子育て支ର 演習 1 子育て支ର 演習 1 30 必修

保育実習Ⅰق保育ਚك 実習 2 90 必修
保育実習Ⅰقਝك 実習 2 90 必修
保育実習Ⅰق保育ਚك 演習 1 30 必修
保育実習Ⅰقਝك 演習 1 30 必修

総合演習 保育実ᄷ演習 演習 2 保育・教実ᄷ演習ق幼稚園ك 演習 2 60 必修
本学におけるਝ઼単位数

本学におけるਈ履修単位数

本学における
履修方法௺ഔ

教養科目

ਗ国語、体育以ਗ
の科目 ਂਖ 6以上 9科目の岰峋

8単位以上
選択必修

ਗ国語 演習 2以上

ుญ福祉法ষૠಋにめる教科目
ం੶にৌૢする本学৫ਝ科目 授業

形態 単位 授業
ৎ間数

体育 体育 必修

ਝ઼単位数 10単位以上 22単位
履修単位数 8単位以上 16単位

ుญ福祉法ষૠಋにめる教科目
ం੶にৌૢする本学৫ਝ科目 授業

形態 単位 授業
ৎ間数

本学における
履修方法

演習

2

௺ഔ

専
門
必
修
科
目

保
育
の
本
質
・
目

的
に
ঢ়
す
る
科
目

保
育
の
ৌ

の

理
解
に
ঢ়
す
る

科
目

子どもの୫と౭養 2

保
育
の

ઍ
・
方
法
に

ঢ়
す
る
科
目

保育ઍ演習 演習 5

保育ઍの理解と方法 演習 4

૩ు保育 演習

保育実習
保育実習Ⅰ 実習 4

保育実習Ⅰ 演習 2

ਝ઼単位数 51単位以上 55単位
履修単位数 51単位以上 55単位
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⋉選択必修科目

授業形態 ਝ઼単位数
幼ు教育度 講義 2 30
教育ৼ 講義 2 30
教育方法 講義 2 30
ుญ文化 演習 1 30
子どもと೨ 演習 1 30
子どもと人間ঢ়બ 演習 1 15
子どもと୭ 演習 1 15
子どもと୴ 演習 1 15
子どもと表現Ⅱ 演習 1 30
現৻保育実ᄷのୖڶ 講義 2 30
現৻保育実ᄷのୖڷ 演習 1 15
保育実習Ⅱ 実習 2 90

保育実習⋝ 実習 2 90

保育実習Ⅱ 演習 1 30

保育実習⋝ 演習 1 30
本学におけるਝ઼単位数

本学におけるਈ履修単位数

本学における
履修方法௺ഔ

選
択
必
修
科
目

保育の本質・目的にঢ়する科目

ਂਖ 15以上
11科目の岰峋
6単位以上
選択必修

保育のৌの理解にঢ়する科目

保育のઍ・方法にঢ়する科目

保育実習

ుญ福祉法ষૠಋにめる教科目 ం੶にৌૢする本学৫ਝ科目 授業
形態 単位 授業

ৎ間数

21単位
履修単位数 9単位以上 9単位

実習 2
保育実習Ⅱと保育
実習Ⅱྼは保
育実習⋝と保育実
習⋝の履修岶
必要

演習 1

ਝ઼単位数 18単位以上



履修の方法
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ݧɹࢼ

授業科目の学修ঢ়گΛ評価͠ɺ単位Λೝ定するͨΊに試験Λ行い·すɻ授業科目によͬてɺレポート作品提出
に͑る߹͕͋Γ·すɻ授業୲者のࣔࢦにैͬてͩ͘͞いɻ

受　験　資　格

ᾇ　֘授業科目͕履修登録͞れている͜と
ᾈ　出席Λຬͨ͠ている͜と
ᾉ　֘学期·Ͱの学අͦのଞのೲۚΛೲ入͠ている͜と
ᾊ　試験ɺඞͣ学生ূΛ提ࣔする͜と
ᾋ　追・再試験に関͠てͦれͧれの試験資格Λຬͨ͠ている͜と

˞休学期ؒதに試験Λ受ける͜とͰ͖ない

1．ఆ期ݧࢼ
学期（લ期ɺޙ期）に定期的に行͏試験Ͱすɻ
1生ɺ7݄に実施͞れる定期試験ΦリΤンςーションにඞͣ出席͠てͩ͘͞いɻ

（1）定期試験時間割
ᶃ試験時ׂؒɺ試験教ࣨなͲɺࢦ定ͨ͠期に ,0."+0ポーλϧのࣔܝͰൃද͠·すɻ
ᶄࣔܝの内容มߋする߹͕͋るのͰɺ試験実施·ͰࣔܝΛよ֬͘ೝ͠てͩ͘͞いɻ
ᶅ定期試験の時ׂؒฏৗの授業と時ؒと教͕ࣨҟなるのͰҙ͠てͩ͘͞いɻ
ᶆ試験時ؒݪ則と͠て 60分Ͱすɻ

定　期　試　験　試　験　時　間

1 時ݶ目 .9ɿ30ʙ 10ɿ30 4時ݶ目 13ɿ50ʙ 14ɿ50

2時ݶ目 10ɿ50ʙ 11ɿ50 5時ݶ目 15ɿ10ʙ 16ɿ10

3時ݶ目 12ɿ30ʙ 13ɿ30 6時ݶ目 16ɿ30ʙ 17ɿ30

（2）定期試験受験についての諸注意
ᶃ履修登録ͨ͠科目にݶΓɺ受験する͜と͕Ͱ͖·すɻ
ᶄ試験։࢝ 5分લにண席͠ɺಜ者のࣔࢦにैͬてͩ͘͞いɻ
ᶅ受験者ࢦ定͞れͨΫラス・教ࣨͰ受験͠なければなΓ·ͤΜɻ
ᶆ教ࣨの࠲席ࢦ定Ͱすɻ࿓Լଆから 1ྻお͖ɺॎに学੶൪߸ॱにண席͠てͩ͘͞いɻ
ᶇ.受験のࡍ学生ূΛ௨࿏ଆの্صに提ࣔ͠てͩ͘͞いɻ
学生ূΛれͨ߹にɺ教課においてʮ定期試験受験ථʯのൃ行Λ受けてから受験͠てͩ͘͞い（
のΈ༗ޮɺඅ༻ 1000 ԁ）ɻ
ᶈ্صにಜ者（出者）のڐՄͨ͠のҎ外ஔかないͰͩ͘͞いɻ
にݩՄ͞れていない教科ॻɺϊートɺプリントなͲとスマートϑΥンなͲの不要バッάに入れてڐ
ஔいてͩ͘͞い（スマートϑΥンなͲのిثػࢠの༻ೝΊられないのͰɺి ΛΓバッάに͠·͏ɻݯ
໐動ͨ͠߹にɺ֘受験者ಜ者のࣔࢦにैͬてバッάΛͬ࣋てୀࣨ͠ɺి Λるɻͦの͏͑Ͱɺݯ
ࣗ席にΓ試験Λଓ行するɻ͜ の時ؒのԆೝΊない）ɻඞ要なԖචなͲචശからऔΓ出͠ɺචശバッ
άに͠·ͬてͩ͘͞いɻ
ᶉ教ࣨͰɺಜ者のࣔࢦにैͬてͩ͘͞いɻैΘない߹ͪにୀࣨΛ໋͡·すɻ
ᶊҊ༻ࢴにඞͣ科・学੶൪߸・໊ࢯΛ໌͠هてͩ͘͞いɻະه入の߹ɺ評価͞れない͜と͋Γ·すɻ
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ᶋ࣭なͲ͕͋る߹ڍखΛ͠ɺಜ者のࣔࢦにैͬてͩ͘͞いɻ
ᶌ 試験։࢝よΓ 20分Λܦաͨ͠߹ɺ教ࣨの入ࣨೝΊられ·ͤΜɻ·ͨɺࠁに͏試験時ؒのԆ
͠·ͤΜɻ
ᶍ.試験։ޙ࢝ 30分Λܦաͨ͠ޙୀࣨする͜と͕Ͱ͖·すɻୀࣨすると͖Ҋ༻ࢴΛඞͣ提出͠てͩ͘
͞いɻͨͩ͠ɺҰ度ୀࣨͨ͠学生の再入ࣨೝΊられ·ͤΜɻ·ͨɺୀࣨޙ試験実施த੩かに͠て͘
ͩ͞いɻ
ᶎॴ࣋品のཧ֤ࣗͰ行いɺಛにҊ༻ࢴ提出時にҙ͠てͩ͘͞いɻ

（3）鉄道など運行停止時の試験取り扱いについて
ަ௨ػ関のストラΠキ（ނࣄ・ं ਫɺ෩ɺߑிよΓ෩ɺେӍɺؾোなͲରと͠ない）ɺ·ͨނ྆
෩ઇɺେઇなͲのؾܯใ͕ൃද͞れͨ߹ɺ定期試験時ؒଳのมߋ·ͨ程のมߋΛ行͏͜と͕͋
Γ·すɻ
มߋ内容 ,0."+0ポーλϧにてࣔ͠ܝ·すのͰ࠷ऴ֬定ใ͕ࣔ͞ܝれる·Ͱ度ɺ֬ೝ͠て͘
ͩ͞いɻ

2．レポート・࡞のఏग़
定期試験と͠てレポートΛ課す͜と͕͋Γ·すɻ提出・提出ॴ定期試験時ׂؒͰ֬ೝ͠てͩ͘͞いɻ科目に
よΓɺ定期試験期ؒ外の講ٛ内ͰレポートΛ提出する͜と͋Γ·すɻ

【定期試験期間中のレポート提出について】
ᶃຊਓ提出と͠·すɻ
ᶄ.දࢴΛつけɺදࢴにレポートのɺ科目໊ɺ୲教һ໊ࢯɺ科ɺ学ɺ学੶൪߸ɺ໊ࢯΛ͠ࡌهて提出期ݶ
Λݫक͠てͩ͘͞いɻ
ᶅ.定期試験時ؒ内のレポート提出についてɺ試験の時ׂؒൃදͰࢦ定する教ࣨにてɺ試験։ޙ࢝ 30分ؒと͠
·すɻ正なཧ༝͕͋る߹Λআいてɺࢦ定͞れͨ教ࣨおよͼ時ؒҎ外に提出する͜とͰ͖·ͤΜɻ
ᶆ試験։ޙ࢝ 30分Λա͗ͨ߹ɺ試験にݶΓ教課に提出する͜と͕Ͱ͖·すɻ
ͨͩ͠ɺ͜の߹レポート提出ࠁ者とい͏ѻいとなΓɺ成績評価Λ͠ない߹͋Γ·す（科目୲教һの
によΓɺҰ受ཧ͠ない߹͋Γ·す）ɻ試験Λա͗ͨ߹ɺ正なཧ༝͕͋る߹Λআいてɺࣔࢦ
教課Ͱ受ཧ͠·ͤΜɻ
ᶇ.ଞの科目のචه試験とレポート提出の時͕ؒ重なる߹ɺ্هに֘ͤͣɺචه試験Λ༏ઌ͠て受験͠ɺ
者とࠁの休Έ時ؒに教課提出͠てͩ͘͞いɻͨͩ͠ɺͦの時ؒΛա͗るとɺᶆとಉ༷ɺレポート提出ޙ
い͏ѻいΛ͠ɺ成績評価Λ͠ない߹͋Γ·すɻ

【教務課でのレポート提出について】
ᶃ.දࢴΛつけɺදࢴにレポートのɺ科目໊ɺ୲教һ໊ࢯɺ科ɺ学ɺ学੶൪߸ɺ໊ࢯΛ͠ࡌهて提出期ݶ
Λݫक͠てͩ͘͞いɻ
ᶄ教課に͋るʮレポート提出ථʯにඞ要߲ࣄΛه入͠ఴ͑てͩ͘͞いɻ
ᶅຊਓによる提出Ͱない߹ɺおよͼɺ༣ૹによる提出ݪ則受ཧ͠·ͤΜɻ
ᶆಛにࡌه方法Λࢦ定する߹に ,0."+0ポーλϧのࣔܝͰप͠·すのͰࣔࢦにैͬてͩ͘͞いɻ
ᶇҰ度提出͞れͨレポートいかなるཧ༝͕͋ͬてฦ٫͠·ͤΜɻ

【講義内でのレポート提出について】
すて科目୲教һのࣔࢦにैい提出͠てͩ͘͞いɻ୲教һからの͕ࣔࢦない߹ɺ教課Ͱ受ཧͰ͖·
ͤΜのͰɺҙ͠てͩ͘͞いɻ
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3．ݧࢼ
ΉΛಘないཧ༝Ͱ定期試験Λ受けられなかͬͨ者の͏ͪɺࢦ定͞れͨ期·Ͱにʮ追試験受験ئʯɺʮ欠席ಧʯお
よͼ欠席ࣄ༝Λূ໌するॻ類Λ提出ͨ͠者にର͠て行͏試験Ͱすɻ
ΉΛಘないཧ༝͕ൃ生ͨ͠段階（·ͨཌ）Ͱɺ教課に連བྷ（ަ௨ػ関のԆによΓ定期試験Λ欠席͠
ͨ߹ɺ֘試験தに教課にਃ͠出なければなΓ·ͤΜ）の͏͑ɺ欠席ݪޙ則 3Ҏ内に欠席ཧ༝Λূ໌
するॻ類Λ教課に提出͠てͩ͘͞いɻ追試験に֘するか൱かについてɺ再試験֘科目ެ։に教課よΓ連བྷ
͠·すɻͨͩ͠ɺ授業の出席ঢ়گ定期試験の欠席ࣄ༝によͬてɺਃ͠出ͨすての科目の追試験͕ೝΊられると
ݶΓ·ͤΜɻ

●欠席事由と添付提出書類

欠席事由 必要書類

ইප ҩࢣのஅॻ（ײછの߹ʮ学ײߍછ登ڐߍՄॻʯ）
˞֘する科目の試験に受験Ͱ͖ないঢ়ଶͰ͋ͬͨ͜と͕໌͞هれɺかつݫ෧͞れているのɻ
˞அॻɺҩࢣ（පӃ）から学ࢦߍ定のஅॻ༷ࣜΛࢦ定͞れͨ߹ɺ,0."+0ポーλϧ
からμンロードɺ·ͨʮ学生生׆ΨΠドʯのרよΓ"4αΠζにίϐー͠て༻する͜とɻ
ʮ˞学ײߍછ登録ڐՄॻʯɺ,0."+0ポーλϧからμンロードɺ·ͨʮ学生生׆ΨΠドʯ
のרよΓ"4αΠζにίϐー͠て༻する͜とɻ

てら͏͜とɻ͠هとなる期ؒΛඞͣ໌ࢭછの߹ɺ出席ఀײ˞
ʮ˞அॻʯʮ学ײߍછ登ڐߍՄॻʯの内容に不උ͕͋ると受ཧͰ͖ない߹͕͋Γ·すɻ

Ҿس
（法ࣄؚ·ない）

ձྱঢ়なͲ
˞ 7ɺ・ܑఋ・࢞ຓ 4ɺࡾ等Ҏ内の 2ɻ休ɺॕࡇɺେ学の休業Λ
ؚΉ連ଓͨ͠

ަ௨ػ関のԆˎ ަ௨ػ関ൃ行のԆূ໌ॻ

ނࣄ・ࡂ ॻ໌ূނࣄおよͼࡂிによるඃެ

ˎަ௨ػ関のԆについて
バスのԆによるࠁɺいかなる߹追試験に֘͠·ͤΜɻ·ͨɺগʑのమಓのԆによるࠁݪ則と͠て
追試験に֘͠·ͤΜɻ
మಓのେ෯なれの߹ӺなͲͰൃ行するԆূ໌ॻΛ教課に提出͠てͩ͘͞いɻ
˞ຊਓのにؼす͖よ͏なࣄ༝（試験時ׂؒのؒݟҧいɺ৸ա͝͠なͲ）ɺ追試験のରとなΓ·ͤΜɻ
˞追試験にରする追試験·ͨ再試験ɺݪ則実施͠·ͤΜɻ

ݧࢼ࠶．�
定期試験の݁果ɺ不߹格となͬͨ授業科目の͏ͪɺ୲教һ͕ඞ要とೝΊͨと͖に行Θれる試験Ͱすɻ
定期試験期ؒதに試験Λ実施する・͠ないに関Θらͣʮ再試験ʯΛ実施する͜と͕͋Γ·すɻ
再試験のॾҙҎԼのとおΓͰすɻ

ᶃ再試験に֘ͨ͠者再試験受験खଓ͖Λ行Θなければɺ再試験（レポート提出・課提出ΛؚΉ）Λ受験
する͜と͕Ͱ͖·ͤΜɻ
ᶄ再試験֘科目֬ೝにɺʮ再試験実施内容ʯ・ʮ再試験時ׂؒʯΛ ,0."+0ポーλϧのࣔܝͰൃද͠·すɻ
ᶅࣔܝにɺ再試験の時ɺレポートの߹提出ઌɺ提出期ݶなͲ͕໌͞هれているのͰඞͣ֬ೝ͠てͩ͘
͞いɻ
ᶆ定期試験Λ欠席ͨ͠߹ɺ再試験のରになΓ·ͤΜɻ
ᶇ再試験Λ受験する߹教課に͋るʮ再試験受験ئʯ・ʮ再試験受験ථʯにඞ要߲ࣄΛه入͠ɺ1科目
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1000ԁの再試験ྉΛఴ͑てئい出なければなΓ·ͤΜɻ
ᶈ再試験にରする追試験ɺݪ則実施͠·ͤΜɻ

�．ෆਖ਼ߦҝ
不正行為͕ൃ֮ͨ͠߹ɺ૬Ԡするݫ重ॲേΛ行い·すɻ

不正行為について
1 .. ཧ受験Λґཔͨ͠行為ɺおよͼཧ受験Λͨ͠行為
2 .. ଞਓのҊΛ͖ݟる行為
3 .. ଞਓにҊΛͤݟる行為
4 .. ଞਓとҊ༻ࢴΛަする行為
5 .. 試験時ؒதにޠݴおよͼ動作によΓଞ者とΓとΓΛਤる行為
6 .. .֘試験時ؒதにڐՄ͞れていないΛࠐͪ࣋Έɺނҙに༻͠てղする行為およͼ༻Ͱ͖るঢ়ଶ

に͠てお͘行為
7 .. .試験։࢝લにصҜࢠɺจ۩ࢴɺ身ମおよͼҥ類なͲに受験科目に関する内容Λղに༻するͨΊ

にهす行為
8 .. લ߲に定Ίる߲ࣄΛଞ者とڞಉ͠て行する行為
9 .. .֘試験時ؒதに͞ࢭې͕༺れているܞଳిなͲのిثػࢠ·ͨ௨৴ثػからใΛಘてղす

る行為
10 ..試験ಜ者のࣔࢦにैΘͣެ正な試験Λ͛るとೝΊられる行為
11 ..ଞਓのΘΓにレポートΛ作成する行為ɺ·ͨࣗ分のレポートΛଞਓに作成ͤ͞る行為
12 .. .ଞਓのレポートΛෳ͠てࣗ分のレポートとする行為ɺ·ͨࣗ分のレポートΛଞਓにෳͤ͞る行為
13 .. .レポートதにจॻɺΣϒαΠトなͲに͞ࡌܝれているଞਓのจষΛ౪༻（ίϐーˍϖーストなͲ）

·ͨႮする行為ɺ生成"* 等にจষΛ作成ͤ͞る行為
14 ..レポートதにௐࠪおよͼ実験の݁果なͲΛͶつɺ·ͨվ͟Μする行為
15 ..ͦのଞɺ試験ಜ者͕໌らかに不正行為とೝΊͨ行為
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ఆ期ࢪ࣮ݧࢼ༰ͱྲྀΕ（อ育科）
˞.定期試験実施内容に追Ճ・มߋなͲ͕生͡る͜と͕͋Γ·すɻ.
関連するࣔܝなͲにे分ҙ͠てؒҧいのないよ͏受験͠てͩ͘͞いɻ
લظఆݧࢼظʹؔ͢Δεέδϡーϧ

7݄த० 定期試験ΦリΤンςーション　˞1࣍のΈ
定期試験時ׂؒൃද（ࣔܝ）

ˣ
7݄Լ०ʙ8্݄० 定期試験受験

ˣ
8݄த०　10ɿ00ʙ 再試験֘科目,0."+0ポーλϧެ։・֬ೝ

再試験時ׂؒൃද（ࣔܝ）
再試験実施内容ൃද（ࣔܝ）
追試験֘者・追試験時ׂؒൃද（ࠂ）

ˣ ˣ
˔追・再試験に֘ͨ͠学生 ˔追・再試験に֘͠ない学生

ˣ
追・再試験受験ਃࠐ受։࢝

ˣ
8݄Լ०ʙ9্݄० 追・再試験受験

ˣ
9݄த० 成績௨（શһର）（保ূਓѼ༣ૹ）（科目等履修生ຊਓॅॴѼ༣ૹ）

ˎ追・再試験֘科目ΛؚΉ

Δεέδϡーϧؔ͢ʹݧࢼظఆظޙ

1্݄० 定期試験時ׂؒൃද（ࣔܝ）
ˣ

1݄Լ०ʙ2্݄० 定期試験受験
ˣ

2݄த०　10ɿ00ʙ 再試験֘科目,0."+0ポーλϧެ։・֬ೝ
再試験時ׂؒൃද（ࣔܝ）
再試験実施内容ൃද（ࣔܝ）
追試験֘者・追試験時ׂؒൃද（ࠂ）

ˣ ˣ
˔追・再試験に֘ͨ͠学生 ˔追・再試験に֘͠ない学生

ˣ
2݄த० 追・再試験受験ਃࠐ受։࢝

ˣ
2݄Լ०　2生
3݄Լ०　1生 追・再試験受験

ˣ
3্݄० 卒業者ൃද（2生ର）

ˣ ˣ
3্݄०　2生
4݄த०　1生 成績௨　（શһର）（保ূਓѼ༣ૹ）（科目等履修生ຊਓॅॴѼ༣ૹ）
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�．ධՁ
（1）成績評価基準

履修ͨ͠授業科目の成績評価ɺ授業に出席͠ɺ試験（චه試験ɺจレポートɺޱड़試験ɺ実ٕ試験な
Ͳ）Λ受験する͜とによΓ行Θれ·すɻ
成績評価（）について࣍のදによΓ·すɻ

評　価（） 100ʙ 90 89ʙ 80 79ʙ 70 69ʙ 60 59ҎԼ

成 績 評 価 ल ༏ ྑ Մ 不Մ

単 位 ೝ 定 ߹　　　格 不߹格

（2）成績評価の確認および通知
履修ͨ͠授業科目の成績評価ɺ,0."+0ポーλϧにてɺ֤学期の成績評価͕֬定ͨ͠ࡍに֬ೝする͜
と͕Ͱ͖·すɻ·ͨɺ保ূਓѼに成績௨ॻΛ༣ૹ͠·すɻなおɺ成績ূ໌ॻにʮ不Մʯ（59ҎԼ）
の科目͞ࡌهれ·ͤΜɻなおɺ成績ূ໌ॻにɺʮ不Մʯ（59ҎԼ）の科目͞ࡌهれ·ͤΜɻ

（3）成績評価に関する質問および異議申し立て
成績評価に関する࣭ҟٞਃཱ͠てΛ行いͨい߹ɺ教課に͋るʮ成績評価に関する࣭ථʯにඞ
要߲ࣄΛه入͠ɺҎԼの期ؒ内に教課に提出͠てͩ͘͞いɻ͜れによΓɺ科目୲者に評価の内容につい
てɺ֬ೝする͜と͕Ͱ͖·すɻͨͩ͠ɺҎԼの期ؒΛա͗ͨʮ成績評価に関する࣭ථʯの提出ೝΊられ
·ͤΜɻ

લ期։講科目の評価に関するʮ成績評価に関する࣭ථʯ
受ɿ.再試験֘科目 ,0."+0ポーλϧެ։からલ期の学期·Ͱ
期։講科目の評価に関するʮ成績評価に関する࣭ථʯޙ
受ɿ.再試験֘科目 ,0."+0ポーλϧެ։からޙ期の学期·Ͱ.

2 ޙ࣍期に関͠てɺ再試験֘科目֬ೝ։࢝のΈͰすɻ

（4）単位修得のための必須条件
単位Λ修ಘするͨΊにɺҎԼの 2つの条件Λຬͨす͜と͕ඞ要Ͱすɻ
1．֘授業科目୲者͕定Ίる出席Λຬͨ͠ている͜とɻ
2．履修ͨ͠授業科目の成績評価͕Մ（60）Ҏ্Ͱ͋る͜とɻ
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（5）GPA 制度
1）GPA（Grade Point Average）とは

(1"ɺݸʑの学生の学修౸ୡ度ΛܭるࢦඪとなるͰɺ5段階成績評価による科目の成績Λ
Խͨ͠͏͑Ͱɺ履修ͨ͠科目 1単位͋ͨΓのฏۉΛٻΊͨのͰす（）ɻ
ຊ学Ͱɺ͜ の(1"によΓɺ学生ࣗ身͕ࡏݱの学修౸ୡ度Λ的֬にѲする͜とɺ科目の履修に͋ͨͬ
てओମ的に目ඪΛઃ定する͜とɺ学期のऴΘΓにͦの౸ୡ度ΛνΣッΫする͜とΛ目的にಋ入͠てい·すɻ

۠分 成績評価  (SBEF.1PJOU 評価内容

߹格

ल 100ʙ 90 4 ಛに༏れている

༏ 89ʙ 80 3 ༏れている

ྑ 79ʙ 70 2 ଥとೝΊる

Մ 69ʙ 60 1 ߹格とೝΊる࠷ݶ度

不߹格（再履修） 不Մ 59ʙ.ç0  0 ߹格とೝΊられない

（）(1"のࣜࢉܭ

(1"ʹ
（4ʷलの修ಘ単位ʴ3ʷ༏の修ಘ単位ʴ2ʷྑの修ಘ単位ʴ1ʷՄの修ಘ単位）

૯履修登録単位（不Մの単位ΛؚΉ）

(1"の 評価 内容

4 .0 ʙ 3 .0 ल評価ʙ༏評価Λฏۉ的に修ಘ ඇৗに༏ल

2 .9 ʙ 2 .0 ༏評価ʙྑ評価Λฏۉ的に修ಘ ない

1 .9 ʙ 1 .0 ྑ評価ʙՄ評価Λฏۉ的に修ಘ の͋る科目͕ଟい

0 .9 ʙ 不߹格のׂ߹͕ଟい վળのͨΊの力͕ඞ要

2）GPA 対象科目
(1"のର科目ɺ卒業ॴ要単位となるશ科目Ͱす（ͨͩ͠ɺೝ定科目のҰ෦Λআ͘）ɻ

3）成績通知書および成績証明書への GPA 記載
成績௨ॻおよͼ成績ূ໌ॻに͞ࡌهれる(1"ҎԼのとおΓͰすɻ
ᶃ成績௨ॻʜʜ学期(1"ɺ௨1)ࢉ"Λࡌه
ᶄ成績ূ໌ॻʜʜ.(1" "1)ࢉ者のΈ௨رな͠ɻͨͩ͠ɺࡌه Λࡌه（教課Ͱਃ͠ࠐΈ͕ඞ要）.

（(1"のࢉ出に不߹格科目ΛؚΊる͕ɺ不߹格科目໊শ成績ূ໌ॻに͞ࡌهれな
い）

学期(1"とɺ֘学期に評価͞れͨ科目の(1"Λ͠ࢦ·すɻ
௨1)ࢉ"とɺաڈに評価͞れͨ科目ΛؚΊɺͦれ·Ͱに評価͞れͨ科目の(1"Λ͠ࢦ·すɻ

4）GPA の利用
ҎԼのよ͏な߹にɺ(1"のΛར༻͠·すɻ
ᶃ学修のৼΓฦΓ
ᶄ学生にରするݸผの学修ࢦಋ
ᶅ卒業時の成績༏ल者දজのબ定
ᶆ学ۚڅର者のબ定
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�．科目ཤमੜ
ຊ学の卒業生Ͱɺಛ定の科目につ͖履修ΛڐՄ͞れͨ߹ɺ卒業ޙに科目Λ履修͠単位Λ修ಘする͜と͕Ͱ͖·すɻ
ऴ的な受け入れのՄ൱についてɺ࠷する߹ɺ教課にਃ͠出てɺඞ要なखଓ͖Λとͬてͩ͘͞いɻͨͩ͠ر
教授ձのٞΛܦてからܾ定͠·すɻ

（1）入学時期ʜʜʜʜ学期の࢝Ί
学期ؒʜʜʜʜ6か݄·ͨࡏ（2） 1ɺߋ৽Մ
（3）出ئ期ؒʜʜʜʜલ期ɿ2݄Լ०ɺޙ期ɿ6݄Լ०
（4）授 業 ྉʜʜʜʜ資格৹ࠪखྉ.30000 ԁ（ຊ学卒業生͕Ҿ͖ଓ͖科目等履修する߹໔আ）

登録ྉ.10000 ԁ（ຊ学卒業生໔আ）
履修ྉ.12500 ԁ（1単位͋ͨΓ）
実習අ.3000 ԁ（実習科目 1単位͋ͨΓ）

（5）ඞ要ॻ類ʜʜʜʜ科目履修ئɺࣸਅ（4ʷ 3.DN）2ຕ
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履修の方法

授業科目のৄࡉシラバスͰ֬ೝする͜と͕Ͱ͖·すɻ
シラバス ,0."+0ポーλϧͰӾཡՄͰすɻ

1．科目ྨ
科目分類ɺ֤科目の内容Λࣔͨ͠のͰɺ3つの෦分からͰ͖てい·すɻ࠷ॳのアϧϑΝϕットʮ授業科目の
分類ʯɺதԝの 2ܻのࣈɺ/%$（ຊेਐ分類）によるʮ分の分類ʯɺޙ࠷の 1ܻのࣈʮқ度の分類ʯ
Ͱすɻ

तۀ科目の類
科目　　#ઐ教育科目ૅج"

の類
ਤॻؗのຊの分類に༻いられる/%$（ຊेਐ分類）ୈ 9൛の いて֤科目の内容Λදࣔ͠てͮج分類දに࣍2
い·す（දࢀর）ɻ
ˎ.্ ɺ保ɿ保育士資格ɺ྆ɿ༮ஓԂ教་ೋछڐҎ外にカッί内の内容Λදࣔ͠てい·す（༮ɿ༮ஓԂ教་ೋछ໔ه
໔ڐ・保育士資格ɺجɿૅج科目ɺઐɿઐ教育科目）ɻ

қ度の類
қ度ɺ0ʙ 2の 3段階にઃ定͞れてい·すɻ
қ度 .レϕϧૅج　0 入学Ҏલの学習内容の定ணΛ目的とするレϕϧɻ
қ度 1　ॳڃレϕϧ. 1 ࣍において単位修ಘ͕े分にՄとい͏レϕϧɻ
қ度 2　தڃレϕϧ. .ॳڃ程度の͕ࣝ͋る͜と͕લ提ɻ1࣍において単位修ಘ͕͘͠ɺ.

2 ࣍において単位修ಘ͕े分にՄとい͏レϕϧɻ

2．ଔ࣌ۀʹʹ͚͓͔ͭͯͳ͚ΕͳΒͳ͍ � ͭのྗͱの関࿈
ຊ学のディプロマ・ポリシーに͖ͮجɺʮߟࢥ力ʯʮදݱ力ʯʮ༡ͼ力ʯʮਓؒ力ʯの 4つのࢹからઃ定͞れてい
·すɻ
͜の卒業時に身につけておかなければならない 4つの力との関連度に 2つのׂ͕͋Γ·すɻ1つɺ֤授業
͕Ͳのよ͏な力Λ育成する͜とΛओな目的と͠ているかΛ学生͕அするͨΊのࢦ針とい͏ׂͰすɻ͏ 1つɺ
ຊ学のカリキュラム͕学生の力ΛภΓな͘育成する͜と͕Ͱ͖るよ͏にઃ定͞れているかΛେ学͕ূݕするͨΊの
針とい͏ׂͰすɻࢦ
履修科目のબのஅࡐྉと͠て༗ҙٛに׆༻͠てͩ͘͞いɻ

γϥόεʹ͍ͭͯ
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දɹɹɹۨঁࢠظେ学ɹՊྨ൪߸ද
　.ҎԼɺh ຊेਐ分類法৽గ９൛ʱのʮୈ２۠࣍分දʯに͖ͮج·すɻ.

ͨͩ͠ɺ授業内容との関連性͕໌ྎになるよ͏にɺ໊শのҰ෦に修正ΛՃ͑てい·すɻ

����૯هɺใՊ学 ����ٕज़ɺ学
01..ਤॻؗɺਤॻؗ学 51..建ઃ学ɺ学
02..ਤॻɺ出൛ 52..建ங学
03..ඦ科ࣄయ 学力ࢠݪ学ɺցػ..53
04..จ 学ࢠ学ɺిؾి..54
05..ஞץ࣍行 55..ւ༸学ɺધഫ学ɺฌث
06..ஂମɺതؗ 56..ۚଐ学ɺ߭ࢁ学
07..δϟーφリζムɺ৽ฉ 57..Խ学業
08..ॻɺશूɺબू 58..業
09..ͦのଞ 59..Ո学ɺ生׆科学
����学 ۀ࢈����
11..学֤ 61..業
12..౦༸ࢥ 62..Ԃܳ
13..༸学 業ࢳࢋ..63
14..৺ཧ学 64..ச࢈業ɺ्ҩ学
15..ྙཧ学ɺಓಙ 65..ྛ業
16..फ教 66..ਫ࢈業
17..神ಓ 67..業
18..教 68..ӡ༌ɺަ௨
19..キリスト教 69..௨৴ࣄ業
࢙ྺ���� ����ܳज़ɺඒज़
21..ຊ࢙ 71..ூࠁ
22..アδア࢙ɺ౦༸࢙ 72..ֆըɺॻಓ
23..Ϥーロッύ࢙ɺ༸࢙ 73..൛ը
24..アϑリカ࢙ 74..ࣸਅɺҹ
25..アメリカ࢙ ܳ..75
26..ೆアメリカ࢙ 76..Իָɺགྷ
27..Φセアχア࢙ɺ྆ۃ方࢙ 77..ԋܶɺөը
28..ه 78..スポーツɺମ育
29..ཧɺࢽɺل行 79..ॾܳɺָޘ
����ࣾձՊ学 ޠݴ����
31..࣏ 81..ຊޠ
32..法 82..தޠࠃɺͦのଞの౦༸のॾޠݴ
ࡁܦ..33 83..ӳޠ
ࡒ..34 84..ドΠツޠ
35..౷ܭ 85..ϑランスޠ
36..ࣾձ 86..スϖΠンޠ
37..教育 87..Πλリアޠ
38..෩ଏ習׳ɺຽଏ学ɺຽ学 88..ロシアޠ
ࣄ܉ɺࠃ..39 89..ͦのଞのॾޠݴ
����ࣗવՊ学 ����จ学
41..学 91..ຊจ学
42..ཧ学 92..தࠃจ学ɺͦのଞの౦༸จ学
43..Խ学 93..ӳถจ学
44..ఱจ学ɺӉ科学 94..ドΠツจ学
45..ٿ科学ɺ学 95..ϑランスจ学
46..生科学ɺҰൠ生学 96..スϖΠンจ学
47..২学 97..Πλリアจ学
48..動学 98..ロシア・ιϏΤトจ学
49..ҩ学ɺༀ学 99..ͦのଞのॾจ学
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履修の方法

3．カリキュラムπリー

駒
女
の

茎

駒
女
の

根

駒
女
の

つ
ぼ
み

学 年 進 行

２ 年 生 １ 年 生

Ｄ
Ｐ
４
：
人
間
力

保
育

の
心

理
学

か
ら

だ
と

保
健

食
と

栄
養

Ⅰ

食
と

栄
養

Ⅱ

健
康

と
安

全

保
育

実
践

の
課

題
Ａ

保
育

実
践

の
課

題
Ｂ

仏
教

学
Ⅱ

仏
教

学
Ⅰ

情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
日

本
語

表
現

体
育

英
コ

ミ
ュ

Ⅱ

英
コ

ミ
ュ

Ⅰ

自
然

と
文

化

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

実
習

日
本

国
憲

法
幼

児
教

育
制

度
論

ラ
イ

フ
デ

ザ
イ

ン
保

育
者

論

基
礎

講
座

Ⅰ

【
科

目
の

分
類

】

基
礎

科
目

専
門

教
育

科
目

専
門

教
育

科
目

基
礎

科
目

一
般

基
幹

科
目

（
群

）

【
卒

業
ま

で
の

学
び

の
ポ

イ
ン

ト
：

卒
業

後
に

④
自

分
ら

し
い

花
を

咲
か

せ
る

た
め

、
本

学
で

は
、

①
根

②
茎

・
葉

③
つ

ぼ
み

の
育

ち
を

大
切

に
し

て
い

ま
す

】

①
根

：
基

幹
科

目
『

仏
教

学
Ⅰ

・
Ⅱ

』
『

基
礎

講
座

Ⅰ
』

『
教

育
原

理
』

『
保

育
原

理
』

『
保

育
の

心
理

学
』

を
中

心
に

学
修

し
、

【
思

考
力
】

の
土

台
づ

く
り

を
目

指
し

ま
し

ょ
う

。

②
茎

・
葉

：
２

年
間

で
５

回
の

『
実

習
』

や
、

基
幹

科
目

群
『

子
ど

も
の

遊
び

・
表

現
』

『
保

育
内

容
』

の
学

修
や

行
事

『
表

現
発

表
会

』
『

ダ
ン

ボ
ー

ル
制

作
展

』
に

取
り

組
み

、
【

表
現

力
】

や
【

遊
び

力
】

を
身

に
付

け
ま

し
ょ

う
。

③
つ

ぼ
み

：
こ

れ
ま

で
身

に
付

け
た

３
つ

の
力

を
活

か
し

な
が

ら
、

保
育

現
場

『
保

育
・

教
職

実
践

演
習

』
『

保
育

学
ゼ

ミ
』

や
社

会
『

現
代

保
育

実
践

の
課

題
Ａ

・
Ｂ

』
に

関
す

る
事

項
を

中
心

に
学

修
し

、
自

身
の

【
人

間
力
】

を
高

め
ま

し
ょ

う
。

※
４

つ
の

力
【

思
考

力
】

【
表

現
力

】
【

遊
び

力
】

【
人

間
力

】
は

個
別

に
発

揮
さ

れ
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

あ
ら

ゆ
る

場
面

で
総

合
的

に
活

用
す

る
こ

と
を

意
識

し
て

く
だ

さ
い

。

Ｄ
Ｐ
１
：
思
考
力

保
育
内
容
「
身
体
表
現
」

保
育
内
容
「
音
楽
表
現
」

保
育

内
容

保
育
内
容
「
造
形
表
現
Ⅱ
」

保
育
内
容
「
造
形
表
現
Ⅰ
」

保
育

内
容

表
現

の
基

礎

音
楽

基
礎

Ⅱ

音
楽

基
礎

Ⅰ

造
形

基
礎

Ⅱ

造
形

基
礎

Ⅰ

子
ど

も
と

表
現

Ⅱ

子
ど

も
と

表
現

Ⅰ

子
ど

も
と

表
現

Ｄ
Ｐ
２
：
表
現
力

子
ど

も
と

健
康

子
ど

も
と

人
間

関
係

子
ど

も
と

環
境

子
ど

も
と

言
葉

子
ど

も
と

遊
び

保
育
内
容
「健

康
」

保
育
内
容
「人

間
関
係
」

保
育
内
容
「環

境
」

保
育
内
容
「言

葉
」

保
育

内
容

保
育

内
容

総
論

→

教
育

原
理

保
育

・
教

育
課

程
論

駒
女
の

葉

乳
児

保
育

Ⅱ

特
別

支
援

Ⅱ

保
育

原
理

社
会

福
祉

理
解

と
援

助
乳

児
保

育
Ⅰ

子
ど

も
家

庭
福

祉

特
別

支
援

Ⅰ

教
育

方
法

社
会

的
養

護
Ⅰ

子
育

て
支

援

社
会

的
養

護
Ⅱ子

ど
も

家
庭

支
援

論
教

育
相

談

家
庭

支
援

の
心

理
学

学
校

体
験

活
動

①

（
保

育
所

）

保
育

実
習

指
導

Ⅱ

保
育

実
習

Ⅱ

（
施

設
）

保
育

実
習

指
導

Ⅲ

保
育

実
習

Ⅲ

教
育

実
習

②

（
保

育
所

）

保
育

実
習

指
導

Ⅰ

保
育

実
習

Ⅰ

（
施

設
）

保
育

実
習

指
導

Ⅰ

保
育

実
習

Ⅰ

保
育
・
教
職
実
践
演
習

児
童

文
化

Ｄ
Ｐ
４
：
人
間
力

Ｄ
Ｐ
１
：
思
考
力

Ｄ
Ｐ
２
：
表
現
力

Ｄ
Ｐ
３
：
遊
び
力

●
定

義
：

多
様

な
価

値
観

を
あ

り
の

ま
ま

に
認

め
、

受
け

容
れ

る
心

と
他

者
を

思
い

や
り

協
働

す
る

力

・
子

ど
も

や
人

々
の

思
い

や
考

え
を

認
め

、
尊

重
す

る
こ

と
が

で
き

る
・

子
ど

も
を

取
り

巻
く

人
々

と
協

力
し

て
保

育
が

で
き

る

●
定

義
：

「
子

ど
も

の
遊

び
」

の
本

質
を

理
解

し
、

そ
の

世
界

を
共

有
し

な
が

ら
、

子
ど

も
と

と
も

に
自

ら
も

楽
し

む
力

・
「

子
ど

も
の

遊
び

」
の

意
味

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
・

自
ら

も
楽

し
み

な
が

ら
,
子

ど
も

と
一

緒
に

遊
ぶ

こ
と

が
で

き
る

・
子

ど
も

の
能

力
を

引
き

出
す

遊
び

を
創

造
す

る
こ

と
が

で
き

る

●
定

義
：

子
ど

も
を

は
じ

め
人

々
の

も
つ

想
・

奏
・

創
の

限
り

な
い

表
現

に
気

づ
く

視
点

（
感

覚
）

と
そ

れ
を

広
げ

る
専

門
的

技
術

、
ま

た
、

自
ら

も
こ

れ
ら

を
豊

か
に

表
現

す
る

力
・

自
分

が
感

じ
た

こ
と

を
文

字
や

言
葉

で
豊

か
に

表
現

で
き

る
・

自
分

が
感

じ
た

こ
と

を
身

体
･音

楽
･
造

形
を

通
し

て
表

現
で

き
る

・
子

ど
も

が
の

び
の

び
と

表
現

で
き

る
よ

う
援

助
す

る
こ

と
が

で
き

る

●
定

義
：

真
理

の
追

求
に

努
め

、
柔

軟
に

判
断

・
解

決
す

る
多

角
的

視
点

と
創

造
的

思
考

力

・
子

ど
も

の
あ

り
の

ま
ま

の
姿

を
捉

え
る

こ
と

が
で

き
る

・
ひ

と
り

ひ
と

り
の

考
え

や
思

い
に

気
づ

く
こ

と
が

で
き

る
・

そ
れ

ら
を

柔
軟

に
保

育
に

活
か

す
こ

と
が

で
き

る

Ｄ
Ｐ
３
：
遊
び
力

行
：

実
践

※
建

学
の

精
神

「
行

学
一

如
」

学
：

講
義

・
演

習
学

：
講

義
・

演
習

保 育 学 ゼ ミ

基
礎

講
座

Ⅱ

心
理

学
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ֶɹଇ

駒沢女子短期大学 学則

第１章　　　総　　則

（目的）

第１条

（自己評価等）

第１条の2

2

（教育目標）

第１条の3

2

(1) 真理の追求に努め、柔軟に判断・解決する多角的視点と創造的思考力

(2)

(3)

(4) 多様な価値観をありのまま認め、受け容れる心と他者を思いやり協働する力

3

(1) 道元禅師の禅に基づく建学の精神の理念を反映した科目や行事を設置する。

(2) 社会人に必要な基本的思考力を育むために、教養科目を設置する。

(3)

(4)

(5)

4

(1) 入学後の学修に必要な基礎学力を有している者

(2) 自分の性格や資質に気づき、それらを活かしていきたいという思いを有している者

(3) 自分の考えや気持ちを自己表現する能力、又は、意欲を有している者

(4)

5

（位置）

第２条

（名称）

第３条

第２章　　学科、入学定員、学生定員及び修業年限

（学科等）

第４条

2

3 本学に付属幼稚園を置く。付属幼稚園園則は別にこれを定める。

（定員）

第５条

入学定員 保育科 100名

収容定員 保育科 200名

（学級数）

第５条の２

駒沢女子短期大学（以下「本学」という。）は、教育基本法（平成18年法律第120号）及び学校教育法
（昭和22年法律第26号）に基づき、道元禅師の禅の教えを建学の精神とする伝統を踏まえ、一般教養
と共に社会に役立つ専門教育を施し、明朗で知性に富み、実践力が旺盛であって、勤労と責任を重ん
じ、情操豊かで国家及び社会の発展に貢献する女性を育成することを目的とする。

本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における
教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

前項の点検及び評価の項目並びにその実施体制等については、別に定める。

保育科の教育目標は、人間力・遊び力・表現力・思考力を柱とした保育・教育､福祉の専門性を身に付
け､未来を切り拓く力をもった総合的人間力の高い人材を育成することにある。

保育科は、前項の教育目標を達成し、所定の修業年限の在籍と単位を修得し、次に挙げる力を身に付
けた者に学位を授与する。

子どもをはじめ人々のもつ想・奏・創の限りない表現に気づく視点（感覚）とそれを広げる専
門的技術、また自らもこれらを豊かに表現する力

「子どもの遊び」の本質を理解し、その世界を共有しながら、子どもとともに自らも楽しむ力

保育科は、前項の学位授与の方針に基づき、本学の建学の精神や教育の特色を活かした教育を実践
し、保育士資格と幼稚園教諭二種免許状を取得するために、以下の方針に則してカリキュラムを編成
する。

子どもの心から湧き出る表現を支える力、他者とのつながりの中で自分を表現する力を高める
ために、身体・音楽・造形に関する表現系科目を設置する。

「子どもの遊び」の本質を理解し、自らも遊びの楽しさを体感するために、保育内容による演
習や実習等の実践的科目を設置する。

人間に対する深い理解と文化の多様性を認める受容性、他者を思いやり協働する力を育てるた
めに、カリキュラムを有機的に展開する。

保育科は、前項の教育課程の編成・実施の方針に基づき、入学を希望する者に以下の要件を求める。

子どもや人、自然と触れ合うことに興味・関心があり、専門的知識をもって理解を深め、子ど
もとかかわる仕事に就く意欲のある者

前４項の目標が妥当かどうか、またそれが達成されているかどうかを検証する方法については別に定
める。

本学は、東京都稲城市坂浜238番地に置く。

本学は、駒沢女子短期大学と称する。

本学に、保育科を置く。

（削除）

本学の収容定員は、次のとおりとする。

（削　除）



��

（修業年限）

第㸴条

2

第㸱章　　ᤵ業科┠

（授業）

第㸵条

（授業科目）

第㸶条

2

第㸲章　　ᒚ修᪉ἲ、学修ࡢホ౯及びㄢ⛬修ㄆ定

(単位修得)

第㸷条

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

(1)

(2)

(3)

（授業期間）

第�条の2

（学修の評価） 　

第10条

(1)

(2)

（成⦼の表♧）

第11条

(1)

(2)

　

（ᒚ修ᡭ⥆） 　

第12条

2

（༞業）

第13条

（学位）

第13条の2

2

ヨ㦂に関しては、別に定める本学ヨ㦂つ程による。

成⦼表は、次の方法による。

成⦼発表の期は、ྛ学期ᮎとし、᭩㢮をもって発表する。

成⦼の評価は、⚽、ඃ、Ⰻ、ྍ、ྍとし、その評価基準は、⚽（100点㹼�0点）、ඃ（8�点㹼
80点）、Ⰻ（��点㹼�0点）、ྍ（6�点㹼60点）、ྍ（��点以下）とする。

学⏕は、学期当ึにᒚ修する科目を所定の期᪥までにⓏ㘓しなけれࡤならない。

未Ⓩ㘓の授業科目については、単位を認定しない。

本学に2年以上在学し、本❶のつ定により༞業に必要な単位を修得した者には、教授会の㆟を⤒て、学
㛗が༞業を認定する。

前条のつ定により༞業を認められた者には、本学学位つ程の定めるとこࢁにより短期大学士（保育)
の学位を授与する。

本学学位つ程については別に定める。

他の短期大学又は大学で修得した単位は、᭱大30単位まで認めることができる。

本学は、教育上有┈と認めるときは、学⏕が他の短期大学又は大学の授業科目をᒚ修すること
を許ྍすることができる。許ྍを受けᒚ修した授業科目について修得した単位は、30単位を㉸
えない⠊ᅖで、本学において修得したものとみなす。

ྛ授業科目の単位数は、1単位の授業科目を��間の学修を必要とする内容をもってᵓ成することを標
準とし、授業の方法にᛂじ、当ヱ授業による教育ຠ果、授業間እに必要な学修等を考៖して、次の
基準によりィ⟬するものとする。

ㅮ⩏については、1�間から30間の授業をもって1単位とする。

演習については、1�間から30間の授業をもって1単位とする。

実習及び実技については、30間から��間の授業をもって1単位とする。

1年間の授業を行う期間は、定期ヨ㦂等をྵめ、3�㐌にわたることをཎ則とする。

本学は、学修評価の方法を次のとおり定める。

単位の修得は、課程として定められた必要な数に出ᖍし、本学の行うヨ㦂、ሗ࿌᭩その他に
よる成⦼ᑂᰝに合格した者に認められる。なお、成⦼評価は、100点を‶点として、60点以上を
合格点とする。

本学における授業科目は、基礎科目及び専門教育科目とする。

本学における授業科目は、これを必修科目及び㑅ᢥ科目に分ける。

前項につ定する科目及び単位数は、別表1にᥖげるとおりとする。

本学の課程を修するためには、2年以上在学し、次のᒚ修方法により6�単位以上を修得しなけれࡤな
らない。

基礎科目は、必修科目をྵめて、16単位以上修得しなけれࡤならない。

専門教育科目は、必修科目をྵめて、�8単位以上修得しなけれࡤならない。

幼稚園教諭2種免許状を取得しようとする者は、教育⫋員免許法（昭和2�年法律第1��号）及び
教育⫋員免許法施行つ則（昭和2�年文㒊┬௧第26号）に定める科目及び単位を修得しなけれࡤ
ならない。単位ᒚ修に関する⣽則は、これを別に定める。

保育士資格を取得しようとする者は、本条第1号及び第2号に定める科目のか、ඣ❺福祉法及
びྠ法施行つ則に基づく所定の科目及び単位を、別表1の2に定めるとおり修得しなけれࡤなら
ない。

削除

本学の修業年限は、2年とする。たࡔし、在学年限�年を㉸えてはならない。

前項のつ定にかかわらࡎ、在学年限を㉸えて在学を希望する者があるときは、教授会において学⏕の
学修意欲等を総合的に判断し、学㛗が在学を認めることができる。
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（科目等ᒚ修⏕の単位）

第1�条

第㸳章　　入学、ఇ学、㏥学及び㌿学

（入学の期）

第1�条

2

（入学資格）

第16条

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

（入学ᚿ㢪）

第1�条

2

（入学ᚿ㢪者の㑅考）

第1�条の2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

3

（㛗期ᒚ修学⏕）

第1�条の3

2

（入学ᡭ⥆）

第18条

（ఇ学）

第1�条

2

3

（㏥学）

第20条

ఇ学期間‶のとき、又はఇ学期間内であってもその事⏤がṆんࡔときは、㢪い出により、教授会の
㆟を⤒て学㛗は学を許ྍすることができる。

㏥学しようとする者は､その事⏤を付して､保証人㐃⨫のうえ所定の᭩㢮をᥦ出し、教授会の㆟を⤒て
学㛗の許ྍを受けなけれࡤならない。

大学入学共㏻ࢺࢫࢸ⏝㑅ᢤ

特別入学者㑅ᢤ

入学を許ྍされる者は、前項によって㑅考された者で、心身ともにで学業成⦼と㐺性能力のඃれ
た者に限る。

入学ᚿ㢪者の㑅考に関する⣽則は、別に定める。

本学の学⏕が、第6条第2項に定める在学年限を㉸える一定の期間にわたり、授業科目をᒚ修するため
に在学することを希望したሙ合、本学が、教育上有┈と認めるときは、教授会において判断し、学㛗
が㛗期ᒚ修学⏕として認めることができる。

㛗期ᒚ修学⏕に関して必要な事項は別に定める。

本学に入学を許ྍされた者は、別に定める⣽則によって所定のᡭ⥆きをしなけれࡤならない。

気その他やむを得ない事⏤によって2ࣨ᭶以上修学することができࡎ、ఇ学しようとする者は、保証
人㐃⨫のうえ所定の᭩㢮をᥦ出し、教授会の㆟を⤒て学㛗の許ྍを受けなけれࡤならない。ఇ学は、
ཎ則として、その学期の⤊わりまでとする。たࡔし、事⏤によってはᘏ㛗することができる。

ఇ学期間は修業年数に⟬入しない。また、ఇ学の期間は㏻⟬で2年を㉸えてはならない。

文㒊科学大⮧がᣦ定した者

高等学校༞業程ᗘ認定ヨ㦂つ則（平成1�年文㒊科学┬௧第1号）による高等学校༞業程ᗘ認定ヨ
㦂に合格した者（ᪧつ程による大学入学資格検定に合格した者をྵむ。）

本学において、ಶ別の入学資格ᑂᰝにより高等学校を༞業した者とྠ等以上の学力があると認
めた者で、18ṓに達したもの

本学に入学をᚿ㢪する者は、所定の㢪᭩に入学検定ᩱと出身学校㛗からᥦ出されるㄪᰝ᭩をῧえて、
ᥦ出しなけれࡤならない。

このሙ合において、一ᗘ⣡入された入学検定ᩱは、㏉㑏しない。

入学ᚿ㢪者の㑅考は、次のいࡎれかの方法によって行う。

学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ

一般㑅ᢤ

総合ᆺ㑅ᢤ

本学則第38条に定める科目等ᒚ修⏕の単位修得については、科目等ᒚ修⏕に関するつ程において定め
る。

本学の入学期は、ẖ学年のጞめとする。

前項のつ定にかかわらࡎ、特別の必要があり、教育上支㞀がないሙ合は、学期のጞめとすることがで
きる。

本学に入学することのできる者は、次のྛ号のいࡎれかにヱ当する女子とする。

高等学校もしくは中等教育学校を༞業した者

㏻ᖖの課程による12年の学校教育を修した者

እ国において学校教育における12年の課程を修した者、又はこれに準ࡎる者で文㒊科学大⮧
のᣦ定したもの

文㒊科学大⮧が高等学校の課程とྠ等の課程を有するものとして認定した在እ教育施設の当ヱ
課程を修した者

(4)の2 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文㒊科学大⮧が定める基準を‶た
すものに限る。）で文㒊科学大⮧が別にᣦ定するものを文㒊科学大⮧が定める᪥以後に修し
た者
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（㌿学）

第20条の2

（入学）

第21条

2

第㸴章　　入学᳨定ᩱ、入学㔠、ᤵ業ᩱ➼

（入学検定ᩱ・学㈝）

第22条

(1) 入学検定ᩱ、入学㔠

(2) 学　㈝

授業ᩱ

⥔持㈝

実習㈝

（⣡入）

第23条

第�一�期　　　�᭶20᪥まで

第�二�期　　　�᭶20᪥まで

（学㈝）

第2�条

2

（授業ᩱ等の㏉㑏）

第2�条

　　　　　　

（ヨ㦂の条件）

第26条

（除籍）

第2�条

(1)

(2)

(3)

(4)

（他の㈝⏝）

第28条

第㸵章　　学年、学期及びఇ業᪥

（学年）

第2�条

（学期）

第30条

前　期　　　�᭶1᪥から�᭶1�᪥まで

後　期　　　�᭶20᪥から⩣年3᭶31᪥まで

（ఇ業᪥）

第31条

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

学年を次の二学期に分ける。

ఇ業᪥は次のྛ号のとおりとする。

᪥᭙᪥

国Ẹの⚃᪥に関する法律(昭和23年第1�8号)につ定する᪥

Ꮨఇ業　　　3᭶11᪥から3᭶31᪥まで

ኟᏘఇ業　　　8᭶11᪥から�᭶1�᪥まで

Ꮨఇ業　　　12᭶2�᪥から⩣年1᭶�᪥まで

᪤に⣡めた入学検定ᩱ、入学㔠、学㈝は、ཎ則としてこれを㏉㑏しない。たࡔし、前条第２項にヱ当
するሙ合にはこの限りでない。

学㈝を⣡めない者は、ヨ㦂を受けることができない。

次のྛ号のいࡎれかにヱ当する者は教授会の㆟を⤒て学㛗が除籍する。

第6条に定める在学年限を㉸えた者

᪂入⏕で、ᣦ定された期᪥までにᒚ修ᒆをᥦ出しない者、その他本学において修学する意ᚿが
ないと認められる者

学㈝の⣡入をᛰり、╩ಁしてもなお⣡入しない者

㛗期にわたり行方明の者

学修等に要する㈝⏝は、別にこれをᚩ収する。

学年は、�᭶1᪥からጞまり、⩣年3᭶31᪥に⤊わる。

他の短期大学及び大学より㌿学を希望する者は、保証人㐃⨫のうえ所定の᭩㢮をᥦ出し、教授会の㆟
を⤒て学㛗の許ྍを受けなけれࡤならない。

㏥学後に入学を㢪い出た者があるときは、教授会の㆟を⤒て学㛗は┦当の年次に入学を許ྍするこ
とができる。

入学に関するつ程は、別に定める。

本学の入学検定ᩱ、入学㔠、学㈝は次のとおりとし、その⣡入㢠は別表2及び別表3にᥖげるとおりと
する。

学㈝は、�᭶20᪥までに⣡めなけれࡤならない。たࡔし、次の二期に分けて分⣡することもできる。

学㈝は出ᖍの有↓にかかわらࡎ学籍のある間は、これを⣡めなけれࡤならない。たࡔし、理事㛗が必
要と認めたሙ合には、学㈝の㒊、又は一㒊をῶ免することができる。

ఇ学期間中の授業ᩱ、実習㈝は免除する。たࡔし、⥔持㈝は⣡めなけれࡤならない。
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2

3

第㸶章　　⫋員⤌⧊及びᩍᤵ

（⫋員⤌⧊）

第32条

2 学㛗は必要にᛂじ、学㛗をຓけ、命を受けて校ົをつかさどる学㛗等を置くことができる。

（名教授）

第33条

2

（教授会）

第3�条

2

3

（㆟㛗）

第3�条

(教授会取りᢅい事項)

第36条

(1)

(2)

(3)

2

3

第㸷章　　ᅗ᭩㤋、学修ᨭ࣮ࢱࣥࢭ、ᩍ⫱◊✲᥎㐍࣮ࢱࣥࢭ及び学生┦ㄯᐊ

（図᭩㤋）

第3�条

2

(学修支࣮ࢱࣥࢭ)

第3�条の2

2

(教育研究᥎㐍࣮ࢱࣥࢭ)

第3�条の3

2

（学⏕┦ㄯᐊ）

第3�条の�

2

第��章　　科┠➼ᒚ修生及びබ㛤ㅮᗙ

（科目等ᒚ修⏕）

第38条

2

（公開ㅮᗙ）

第3�条

第��章　　㈹　　　　⨩

（〔㈹）

第�0条

᥎㐍࣮ࢱࣥࢭに関するつ程は、別に定める。

本学の授業科目のᒚ修を希望する者があるሙ合は、本学の教育に支㞀のない限りにおいて教授会の㆟
を⤒て科目等ᒚ修⏕としてⓏ㘓を許ྍすることがある。

科目等ᒚ修⏕に関するつ程は、別に定める。

本学においては、必要にᛂじ公開ㅮᗙを開設する。

本学に、学⏕┦ㄯᐊを置く。

学⏕┦ㄯᐊに関するつ程は、別に定める。

本学の学⏕にして性行ၿⰋ、学術ඃ⚽で学⏕のᶍ⠊と認められる者は、教授会の㆟を⤒て学㛗がこれ
を〔㈹する。

学位の授与

前２号にᥖげる事項のか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意ぢを⫈くことを必要
として学㛗が定める事項

教授会は、前項につ定する事項のか、学㛗及び科㛗その他教授会が置かれる⤌⧊の㛗（以下この項
において「学㛗等」という。）がつかさどる教育研究に関わる事項についてᑂ㆟し、及び学㛗等の求
めにᛂじ、意ぢを㏙ることができる。

教授会は、出ᖍ者の㐣༙数で教授会の意ぢとする。

本学に、図᭩㤋を置く。

図᭩㤋の⟶理㐠Ⴀ等に関するつ程は、別に定める。

本学に、学修支࣮ࢱࣥࢭ（以下「支࣮ࢱࣥࢭ」という。）を置く。

支࣮ࢱࣥࢭに関するつ程は、別に定める。

本学に、教育研究᥎㐍࣮ࢱࣥࢭ（以下、「᥎㐍࣮ࢱࣥࢭ」という。）を置く。

本学に、学㛗、図᭩㤋㛗、科㛗、教授、教授、ㅮ師、ຓ教、ຓᡭ、その他必要な⫋員を置く。

本学は、教員であった者に対し、名教授の称号を授与することができる。

名教授に関する事項は、別に定める。

本学に、教授会を設ける。

教授会は、学㛗、教授、教授、ㅮ師及びຓ教をもって⤌⧊する。

教授会に関する⣽則は、別に定める。

教授会は、学㛗がこれをᣍ㞟し会㆟の㆟㛗となる。

教授会は、学㛗が次にᥖげる事項について決定を行うに当り意ぢを㏙ることができる。

学⏕の入学、༞業及び課程の修

学㛗は、必要があると認めるሙ合は、前項のఇ業᪥を⮫にኚ᭦し、⮫のఇ業᪥又は⮫の授業᪥
を定めることができる。

ఇ業期間中に教育実習及び保育実習を行うሙ合がある。
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（ᠬᡄ）

第�1条

2

(1)

(2)

(3)

(4)

第��章　　ᨵ　　　　ṇ

（ᨵṇ）

第�2条

㝃則 1.

2�

100 人 150 人 100 人 200 人 50 人 150 人

㝃則 1.

2�

150 人 2�0 人 150 人 300 人 100 人 2�0 人

㝃則

㝃則 1.

2�

人 人 人 人 人 人

100 150 100 200 50 150

50 50 50 100 50 100

㝃則 1.

2�

人 人 人 人 人 人

100 200 100 200 50 150

100 150 100 200 50 150

200 300 200 400 100 300

㝃則

㝃則 1.

2�

保育科総定員　　2�0人

㝃則

㝃則

㝃則

入学定員 総定員 入学定員 総定員

㣗　≀　科

本学則は平成1年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

本学則は平成2年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成1年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

第�条につ定する学⏕定員は、平成12年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

　　　　年ᗘ
学㒊

平成2年ᗘ
平成3年ᗘ

　㹼平成11年ᗘ
平成12年ᗘ

⏕　活　専ᨷ

㣗≀ᰤ養専ᨷ

ⱥㄒⱥ文科

本学則は平成�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成3年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

平成�年ᗘにおいて保育科の総定員は、学則第�条のつ定にかかわらࡎ次のとおりとする。

本学則は平成6年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成6年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成8年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員

⏕　活　科

⏕　活　科

⏕　活　専ᨷ

㣗≀ᰤ養専ᨷ

本学則は平成3年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成2年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

第�条につ定する学⏕定員は、平成12年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

　　　　年ᗘ
学㒊

平成3年ᗘ
平成�年ᗘ

　㹼平成11年ᗘ
平成12年ᗘ

学科等 入学定員

学科等 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員

学科等 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員

㣗　≀　科

本学則は昭和62年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

第�条につ定する学⏕定員は、昭和��年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

　　　　年ᗘ
学㒊

昭和62年ᗘ
昭和63年ᗘ

　㹼昭和��年ᗘ
昭和��年ᗘ

学科等 入学定員 総定員

性行Ⰻにしてᨵၿのぢ㎸みなしと認められる者

学業をᛰり修業のぢ㎸みなしと認められる者

ṇ当の理⏤なくして出ᖍᖖでない者

本学の⛛ᗎをし、本学則に反し学⏕の本分に反する行Ⅽをなした者

この学則のᨵṇは、教授会の意ぢを⫈き、学㛗が理事会のᢎ認を得て行う。

本学則は昭和61年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

第�条につ定する学⏕定員は、昭和��年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

　　　　年ᗘ
学㒊

昭和61年ᗘ
昭和62年ᗘ

　㹼昭和��年ᗘ
昭和��年ᗘ

学㛗は、学則に㐪反し、又は学⏕の本分に反する行Ⅽがあると教授会で認めた者に対し、ᠬᡄする。
ᠬᡄは、カᡄ、学及び㏥学とする。

次のྛ号のいࡎれかにヱ当する学⏕に対し、学㛗は前項のᠬᡄฎ分として教授会の㆟を⤒てその程ᗘ
にᛂじ、カᡄ、学又は㏥学とすることができる。



学　則

�1

㝃則

㝃則

㝃則 1.

2�

入学
定員

総
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員

入学
定員

総
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員

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

�� 1�� �0 18� 8� 175 80 16� 75 155

�� 1�� �0 18� 8� 175 80 16� 75 155

0 100

㝃則 1.

2�

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

人 人 人 人 人 人 人 人

�0 18� 8� 175 80 16� 75 155

�0 18� 8� 175 80 16� 75 155

㝃則 1.

2�

㝃則 1.

2�

保育科総定員　　230人

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

人 人 人 人

㣗≀ᰤ養科 8� 175 80 16� 75 155

本学則は平成28年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成2�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成16年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成1�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成1�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成16年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成18年2᭶1�᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、第㸷条は平成18年ᗘ入学者から㐺⏝する。

本学則は平成1�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成18年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成22年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成21年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成23年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成22年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成2�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成23年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成2�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成2�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成2�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

本学則は平成1�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成1�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

平成1�年ᗘにおいて保育科の総定員は、学則第�条のつ定にかかわらࡎ次のとおりとする。

㣗≀ᰤ養専ᨷ

学　㒊
学科等 入学

定員
総定員

入学
定員

総定員
入学
定員

総定員

人 人

本学則は平成1�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成13年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

第�条につ定する学⏕定員は、平成16年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

年　ᗘ 平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ 平成16年ᗘ

学　㒊
学科等

⏕　活　科

⏕　活　専ᨷ

㣗≀ᰤ養専ᨷ

ⱥㄒⱥ文科

本学則は平成13年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成12年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

第�条につ定する学⏕定員は、平成16年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

年　ᗘ 平成13年ᗘ 平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ 平成16年ᗘ

学　㒊
学科等

⏕　活　科

⏕　活　専ᨷ

本学則は平成�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成8年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成11年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成10年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

本学則は平成12年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。
たࡔし、平成11年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

第�条につ定する学⏕定員は、平成16年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

年　ᗘ 平成12年ᗘ 平成13年ᗘ 平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ 平成16年ᗘ



��

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則

㝃則 1.

2� 第�条につ定する学⏕定員は、௧和�年ᗘまでの間は、次のとおりとする。

㝃則

人

本学則は、平成2�年2᭶21᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

本学則は、平成2�年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

本学則は、平成30年�᭶1᪥から施行する。

本学則は、平成30年�᭶2�᪥から施行する。

本学則は、平成31年�᭶1᪥から施行する。

本学則は、௧和2年12᭶1�᪥から施行する。

本学則は、௧和3年6᭶1᪥から施行する。

人

本学則は、平成28年�᭶1᪥から施行し、施行に関する⣽則は別にこれを定める。

本学則は௧和�年�᭶1᪥から施行する。

保育科 100 230 100 200

本学則は、௧和�年�᭶1᪥から施行する。

本学則は、௧和�年�᭶1᪥から施行する。
たࡔし、別表1の2に定める授業間数については௧和�年ᗘ開ㅮ科目から㐺⏝する。

本学則は௧和6年�᭶1᪥から施行する。
たࡔし、௧和�年ᗘ以前に入学した者についてはᚑ前のとおりとする。

年　ᗘ ௧和6年ᗘ ௧和�年ᗘ

学　㒊
学科等

入学
定員

総定員
入学
定員

総定員

人 人



学　則

��

別　表　　２

入学検定ᩱ

ͤ

ͤ

入学㔠

ͤ

ͤ

別　表　　３

学　㈝（第6条第1項㐺⏝）

学　㈝（第6条第2項㐺⏝）

在学年限　3年

⏝㑅ᢤを」数ᅇ出㢪するሙ合は、2ᅇࢺࢫࢸ出㢪を⏝し、一般㑅ᢤ、大学入学共㏻ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
目以㝆��000ᘬ

᥎⸀系入学者㑅ᢤ（学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ（ᣦ定校制）、学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ（公ເ制）、総合ᆺ㑅ᢤなど）に合
格し、入学ᡭ⥆をした者が、ࢫカラࣉࢵࢩ制ᗘ（᪂入⏕）の㑅ᢤヨ㦂に出㢪するሙ合、10�000と
する。

ͤ現役⏕のみ

対㇟の入学者㑅ᢤ

༞業⏕子女入学特制ᗘ、大学・短期大学�ጜጒ入学特制ᗘ、ᑎ㝔関ಀ者入学特制ᗘ、ే設校(駒沢学
園女子高等学校)対㇟入学特制ᗘについて、以下のように定める。たࡔし、重」して特を受けることは
できない。
また、ྠにጜጒが入学するሙ合はいࡎれかをῶ㢠とする。

一᪦㏥学した者が入学するሙ合の入学㔠は、2分の1とする。

༞業⏕子女入学特制ᗘ

大学・短期大学　ጜጒ入学
特制ᗘ

ᑎ㝔関ಀ者入学特制ᗘ

ే設校(駒沢学園女子高等
学校)対㇟入学特制ᗘͤ

学校᥎⸀ᆺ�総合ᆺ�一般�大学入
学共㏻ࢺࢫࢸ⏝㑅ᢤでの合格・
入学者

特内容

入学㔠の3分の1をῶ㢠

入学㔠の2分の1をῶ㢠

入学㔠の3分の1をῶ㢠

４

入学特制ᗘ

１

２

３

本学が専㢪ᆺとして実施する
学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ(ే設校専㢪ᆺ)
の合格・入学者

本学が専㢪ᆺとして実施する
学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ(公ເ制)
の合格・入学者

本学が専㢪ᆺとして実施する
総合ᆺ㑅ᢤ(専㢪ᆺ)
の合格・入学者

本学が実施する
専㢪ᆺではない入学者㑅ᢤ
の合格・入学者

30�000

1��000

100�000

༊　　分 年　　㢠
第一期�᭶20᪥まで 第二期�᭶20᪥まで

100�000

学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ（ᣦ定校制）、学校᥎⸀ᆺ㑅ᢤ（公ເ制）、総合ᆺ㑅ᢤ、
一般㑅ᢤ、特別入学者㑅ᢤ

大学入学共㏻ࢺࢫࢸ⏝㑅ᢤ

300�000

本学及びే設大学を༞業した者が入学するሙ合は、入学㔠を㢠免除する。
たࡔし、༞業後1年以上⤒㐣しているሙ合の入学㔠は、2分の1とする。

分⣡㢠及び分⣡期

�08�000�08�000

33�000

授　業　ᩱ

授　業　ᩱ

⥔　持　㈝ 200�000

実習㈝

༊　分 年　㢠

分　⣡　㢠　及　び　分　⣡　期

2年次

第一期

�᭶20᪥まで

2�2�000

第二期

�᭶20᪥まで

第一期

�᭶20᪥まで

第二期

�᭶20᪥まで

1年次

2�2�000 2�2�000

66�000

����000

816�000

6��000⥔　持　㈝ 133�000

���000

6��000

22�000 22�00022�000実習㈝

33�000

3年次

第一期

�᭶20᪥まで

2�2�000

第二期

�᭶20᪥まで

2�2�000

66��00

22�000

66��00

22�000

66��00

22�000

2�2�000

66��00



��

在学年限　�年

在学年限　�年

13�200

授�業�ᩱ 326��00

⥔�持�㈝ 80�000

༊　分
1年次 2年次

�᭶20᪥まで �᭶20᪥まで �᭶20᪥まで �᭶20᪥まで

13�200 13�200

分　⣡　㢠　及　び　分　⣡　期

実習㈝ 26��00

�0�000

13�200 13�200 13�200 13�200 13�20013�200 13�200

�年次 �年次

第一期 第二期 第一期 第二期 第一期

�0�000

第二期

20��000 20��000 20��000

第一期

20��000 20��000

�0�000 �0�000 �0�000

第一期 第二期

�0�000

�᭶20᪥まで �᭶20᪥まで �᭶20᪥まで

163�200

第一期 第二期

100�000

33�000

20��000

�0�000

�᭶20᪥まで

16��00

2年次 3年次 �年次

第二期
�᭶20᪥まで

16��0016��00 16��00

�᭶20᪥まで �᭶20᪥まで

分　⣡　㢠　及　び　分　⣡　期

第一期

20��000

実習㈝

༊　分 年　㢠

授　業　ᩱ

⥔　持　㈝

1年次

第二期
�᭶20᪥まで

16��00

�0�000 �0�000

�0�000

163�200

�᭶20᪥まで

�0�000 �0�000

163�200

�᭶20᪥まで

3年次

�᭶20᪥まで

163�200 163�200

�᭶20᪥まで

�0�000

16��00

�0�000 �0�000 �0�000 �0�000

�08�000

�0�000

163�200

�᭶20᪥まで �᭶20᪥まで

第二期第一期

163�200 163�200

年　㢠
第一期 第二期

20��000

163�200 163�200

16��00 16��00
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